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１．低炭素電力・熱の選択の仕組み 
    高効率コジェネ受入評価の仕組み 

3 
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●事業所の省エネ努力によるＣＯ2削減効果を評価するため、事業所の 
 ＣＯ2排出量の算定にあたっては、都が規定したエネルギー種別ごとの

ＣＯ2排出係数を計画期間中、固定して計算することとしている。 
 
 （例）どの電気事業者から電気の供給を受けていても、計画期間ごとに 
    都が設定した電気のＣＯ2排出係数を使用。 
    係数を毎年変動させることは行わない。 
    第1計画期間：電気の排出係数  0.382（t／千kWh） 
            第2計画期間：電気の排出係数  0.489（t／千kWh） 
 

 

●第２計画期間では、事業所における「低炭素な電気供給事業者」の選択
行動を促すため、事業所が選択した電気事業者の排出係数の違いを、 
一定の範囲で事業所の排出量算定に反映させることができる、低炭素電
力の選択の仕組みを新たに導入。 

１．概要 

１-１．低炭素電力の選択の仕組み① 
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次の要件を満たす電気供給事業者 
①CO2排出係数が0.4t-CO2/千kWh※１以下 かつ  
②再生可能エネルギー※２の導入率が小売量ベースで10％ 
 以上 又は 低炭素火力(天然ｶﾞｽｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ等)※３の導入 
 率が小売量ベースで40％以上 

次の条件を満たす電気供給事業者 
 

①CO2排出係数が0.7t-CO2/千kWh以上 

ー 

左記電気を 
利用する事業所 
（算定任意） 

左記電気を 
利用する事業所 
（算定必須） 

『削減量』として算定し、 
事業所の排出量から「減」 

『排出量』として算定し、 
事業所の排出量を「増」 

 

『削減量』等なし 

２．「低炭素電力の選択の仕組み」（イメージ） 

※１ 「東京都エネルギー環境計画書制度」に基づき算定されるCO2排出係数 
※２ 太陽光、風力、地熱・水力（3万kW未満）、バイオマス（バイオマス比率95％以上（黒液を除く）） 
※３ 排出実績が0.4t-CO2/千kWh以下の火力（廃棄物を含む火力は対象外） 

１-１．低炭素電力の選択の仕組み② 

低炭素電力、高炭素
電力以外を利用する
事業所 

★ 基準排出量については、低炭素電力による削減量を減じたり、 
高炭素電力による排出量を加えたりしない。（特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン P.77） 
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３．「削減量」及び「算定年度排出量」の算定（イメージ） 

期間 第１計画期間 第２計画期間 

年度 2014 2015 2016 
2017 
以降 

東京都による公表 

低炭素（高炭素）
電力 認定電気供給
事業者の選択 

低炭素（高炭素）
電力の受入 

 
 
 

 
以降、 
毎年度 
同様 

●事業所における削減義務達成を計画化しやすくするため、排出係数が確定・公表されている
低炭素電力 認定電気供給事業者の排出係数等により削減量等を算定 

●低炭素電力の場合「算定年度排出量」＝「燃料等のCO2排出量」※－「削減量」  

●高炭素電力の場合「算定年度排出量」＝「燃料等のCO2排出量」※＋「排出量」 
※ 全事業所が共通して使用する「第２計画期間の排出係数（標準値）」にて算定した値 

１-１．低炭素電力の選択の仕組み③ 

 「低炭素（高炭素）電力 認定電気供給事業者一覧」公表 

●2016年度受入用
の排出係数公表 

低炭素（高炭素）電力 
の受入 

★2015年度受入用 
 の 排出係数公表 

計画書
提出 

★2015年度受入用 
 の排出係数を使用 

検証 

2015年度受入
による削減量 
（排出量）算定 

●電気供給事業者の選択 

都ホームページで公表されている「低炭素（高炭素）電力 認定電気供給事業者一覧」
から供給事業者を選択 
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４．削減量、排出量の算定 

●低炭素電力 認定電気供給事業者の排出係数と、算定年度の受入電力量により削減量等を算定 

削減量 ＝ 
算定年度 

受入電力量 

第２計画期間排出係数 

0.489 t-CO2/千kWh 
× 

低炭素電力  
認定電気供給事業者の 

排出係数 
－ 

2 

× 
0.5 

第２計画期間排出係数 

0.489 t-CO2/千kWh 

 

排出量 ＝ 
算定年度 

受入電力量 

第２計画期間排出係数 

0.489 t-CO2/千kWh × － 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

受
入(

購
入)

量
に
対
す
る 

削
減
量
の
割
合
（
％
） 0.4 tCO2/千kWh 0     0.1     0.2     0.3 

←より低炭素   

低い排出係数ほど、メリット（受入(購入)量
に対する削減量の割合）が大きくなる。 

低炭素電力の要件のCO2排出係数 
（0.4 t-CO2/千kWh）より大きい場合は、 
削減量はなし 

＜イメージ＞ 

１-１．低炭素電力の選択の仕組み④ 

高炭素電力  
認定電気供給事業者の 

排出係数 
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５．低炭素電力 認定電気供給事業者一覧 

●2015年度の受入電力量に適用できる低炭素電力 認定電気供給事業者一覧 

事業者名 排出係数〔t-CO2/千kWh〕 

株式会社うなかみの大地 0.368 

株式会社Ｇ－Ｐｏｗｅｒ 0.000 

昭和シェル石油株式会社 0.368 

プレミアムグリーンパワー株式会社 0.023 

株式会社岩手ウッドパワー 0.358 

株式会社エヌパワー 0.358 

１-１．低炭素電力の選択の仕組み⑤ 

※ 高炭素電力に認定された供給事業者はありません。 
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６．特定温室効果ガス排出量算定報告書への記入方法１ 

●削減量等算定シート※（低炭素電力（高炭素電力））の入力  
⇒削減量等算定シートで削減量（排出量）を算定し、特定温室効果ガス排出量算定報告書へ入力してください。 
※環境局HPよりダウンロードしてください。 

１-１．低炭素電力の選択の仕組み⑥ 

① ② 

① 手動選択 低炭素（高炭素）電力事業者をプルダウンメニューから選択してください。 
② 自動表示 該当事業者の排出係数が自動表示されます。 
③ 手動入力 月別電気使用量を特定温室効果ガス排出量算定報告書その5シートから入力してください。 
④ 自動表示 算定式をご確認ください。 
⑤ 手動入力 自動表示された低炭素電力削減量（高炭素電力排出量）を、特定温室効果ガス排出量算定 
       報告書その6シートに入力してください。 

③ 

④ 

⑤ 
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６．特定温室効果ガス排出量算定報告書への記入方法２ 

１-１．低炭素電力の選択の仕組み⑦ 

特定温室効果ガス排出量算定報告書その6シート 
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GJ 0

kL

※環境価値換算量（電気等環境価値保有量）として評価される場合は、記入しないこと。

熱 GJ

電　気 千kWh

自ら再生可能エネルギーから
生 成 し た 熱 又 は 電 気 の 量

（参考）

原 油 換 算

合 計

小 原 単 位 建 物 相 当 量

低 炭 素 電 力 の 受 入

低 炭 素 熱 の 受 入

高 炭 素 電 力 の 受 入

高 効 率 コ ー ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン シス テム から の電 気の 受入

高 効 率 コ ー ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム か ら の 熱 の 受 入

11 

６．特定温室効果ガス排出量算定報告書への記入方法３ 

●特定温室効果ガス排出量算定報告書 その６シートへの入力 

１-１．低炭素電力の選択の仕組み⑧ 

⑥ 手動入力 電力削減量（排出量）計算シートで算出された削減量（排出量）を、該当箇所に入力して
ください。  

⑥ 

⑥ 
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●事業所の省エネ努力によるＣＯ2削減効果を評価するため、事業所の 
ＣＯ2排出量の算定に当たっては、都が規定したエネルギー種別ごとの 
ＣＯ2排出係数を計画期間中、固定して計算することとしている。 
 
 （例）どの熱供給事業者から熱の供給を受けていても、都が設定した 
    熱のＣＯ2排出係数を使用。係数を毎年変動させることは行わない。 
    第1計画期間：熱の排出係数  0.052（t／GJ） 
            第2計画期間：熱の排出係数  0.060（t／GJ） 

 

 
●第２計画期間では、事業所における「低炭素な熱供給事業者」の選択行

動を促すため、電気の「低炭素電力の選択の仕組み」と同様に、事業所
が供給を受ける熱供給事業者の排出係数の違いを、一定の範囲で事業所
の排出量算定に反映させることができる、低炭素熱の選択の仕組みを 
新たに導入。 

１．概要 

１-２．低炭素熱の選択の仕組み① 
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低
炭
素
熱 

左記熱を 
利用する事業所 
（算定任意） 

『削減量』として算定し、 
事業所の排出量から「減」 

熱
の
排
出
係
数 

低い 

高い 

標
準 ― 

低炭素熱以外を 
利用する事業所 

『削減量』なし 

２．「低炭素熱の選択の仕組み」（イメージ） 

※１「地域におけるエネルギーの有効利用に関する制度」によって算定されるCO2排出係数 

１-２．低炭素熱の選択の仕組み② 

次の条件を満たす熱供給事業者 

 

①CO2排出係数が0.058t-CO2/GJ※１以下 

★ 基準排出量については、低炭素熱による削減量を減じない。 
（特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン P.79） 
 



３．「削減量」及び「算定年度排出量」の算定（イメージ） 

期間 第１計画期間 第２計画期間 

年度 2014 2015 2016 
2017 
以降 

東京都による公表 

低炭素熱 認定熱
供給事業者の選択 

低炭素熱の受入 

 
 
 

 
以降、 
毎年度 
同様 

 「低炭素熱 認定熱供給事業者一覧」公表 

●2016年度受入用
の排出係数公表 

低炭素熱の受入 

★2015年度受入用 
 の 排出係数公表 

計画書
提出 

★2015年度受入用 
 の排出係数を使用 

検証 

2015年度受入
による削減量 
算定 

●熱供給事業者の選択 

１-２．低炭素熱の選択の仕組み③ 

●事業所における削減義務達成を計画化しやすくするため、排出係数が確定・公表
されている低炭素熱 認定熱供給事業者の排出係数等により削減量を算定 

●低炭素熱の場合「算定年度排出量」＝「燃料等のCO2排出量」※－「削減量」  
※ 全事業所が共通して使用する「第２計画期間の排出係数（標準値）」にて算定した値 14 

都ホームページで公表されている「低炭素熱 認定熱供給事業者一覧」から 
供給事業者を選択 
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４．削減量の算定 

●低炭素熱 認定熱供給事業者の排出係数と、算定年度の受入熱量により削減量を算定 

削減量 ＝ 
算定年度 
受入熱量 

第２計画期間排出係数 

0.060 t-CO2/GJ 
× － 

2 

× 
0.5 

第２計画期間排出係数 

0.060 t-CO2/GJ 

 

受
入(

購
入)

量
に
対
す
る 

削
減
量
の
割
合
（
％
） 0.058 tCO2/GJ 0                        

←より低炭素   

低い排出係数ほど、メリット（受入(購入)量
に対する削減量の割合）が大きくなる。 

低炭素熱の要件のCO2排出係数 
（0.058 t-CO2/GJ）より大きい場合は、 
削減量はなし 

＜イメージ＞ 

１-２．低炭素熱の選択の仕組み④ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

低炭素熱 認定熱供給
事業者の排出係数 
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５．低炭素熱 認定熱供給事業者一覧 

供給区域 事業者名 排出係数〔t-CO2/GJ〕 

丸の内二丁目 丸の内熱供給株式会社 0.051 

大手町 丸の内熱供給株式会社 0.058 

東池袋 池袋地域冷暖房株式会社 0.053 

品川八潮 東京熱供給株式会社 0.018 

西新宿六丁目 新都市熱供給株式会社 0.056 

銀座二・三丁目 東京都市サービス株式会社 0.040 

丸の内一丁目 丸の内熱供給株式会社 0.051 

西池袋 西池袋熱供給株式会社 0.051 

新川 東京都市サービス株式会社 0.039 

神田駿河台 東京都市サービス株式会社 0.053 

芝浦四丁目 東京都市サービス株式会社 0.053 

銀座五・六丁目 東京都市サービス株式会社 0.053 

１-２．低炭素熱の選択の仕組み⑤ 

●2015年度の受入熱量に適用できる低炭素熱 認定熱供給事業者一覧 
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５．低炭素熱 認定熱供給事業者一覧（続き） 

供給区域 事業者名 排出係数〔t-CO2/GJ〕 

箱崎 東京都市サービス株式会社 0.050 

東品川二丁目 天王洲エリアサービス株式会社 0.055 

府中日鋼町 東京都市サービス株式会社 0.037 

明石町 株式会社エネルギーアドバンス 0.057 

恵比寿 株式会社東京エネルギーサービス 0.052 

京橋二丁目 東京都市サービス株式会社 0.040 

後楽一丁目 東京下水道エネルギー株式会社 0.053 

八王子旭町 東京都市サービス株式会社 0.055 

臨海副都心 東京臨海熱供給会社 0.043 

大崎一丁目 東京都市サービス株式会社 0.047 

永田町二丁目 山王熱供給株式会社 0.057 

晴海一丁目 東京都市サービス株式会社 0.043 

新砂三丁目 東京下水道エネルギー株式会社 0.044 

１-２．低炭素熱の選択の仕組み⑥ 



低炭素熱削減量計算シート ver2016.4.5

使用量
単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
GJ 1200 800 300 0 0 0 500 3000 5000 5000 4000 3000
GJ 2500 4500 5000 4500 1500
GJ
GJ

算定式
排出係数

×　（ 0.060 － 0.043 ）2　× ( 0.5　÷ 0.060 ）　＝40800

低炭素熱削減量(t-CO2) 98.26

2015年度排出量用

Ａ地区低炭素熱供給区域 排出係数 0.043

使用熱量合計(GJ)

６．特定温室効果ガス排出量算定報告書への記入方法１ 

１-２．低炭素熱の選択の仕組み⑦ 

① ② 

① 手動選択 低炭素熱供給区域をプルダウンメニューから選択してください。 
② 自動表示 該当事業者の排出係数が自動表示されます。 
③ 手動入力 月別使用量を特定温室効果ガス排出量算定報告書 その5シートから入力してください。 
④ 自動表示 算定式をご確認ください。 
⑤ 手動入力 自動表示された低炭素熱削減量を、特定温室効果ガス排出量算定報告書 その6シート 
       に入力してください。 

③ 

④ 

⑤ 

●削減量等算定シート※（低炭素熱）の入力  
⇒削減量等算定シートで削減量を算定し、特定温室効果ガス排出量算定報告書へ入力してください。 
※環境局HPよりダウンロードしてください。 

18 



６．特定温室効果ガス排出量算定報告書への記入方法２ 

１-２．低炭素熱の選択の仕組み⑧ 

特定温室効果ガス排出量算定報告書その6シート 

19 
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98

GJ 76,128 3,599

kL

※環境価値換算量（電気等環境価値保有量）として評価される場合は、記入しないこと。

熱 GJ

電　気 千kWh

1,964

自ら再生可能エネルギーから
生 成 し た 熱 又 は 電 気 の 量

（参考）

原 油 換 算

合 計

小 原 単 位 建 物 相 当 量

低 炭 素 電 力 の 受 入

低 炭 素 熱 の 受 入

高 炭 素 電 力 の 受 入

高 効 率 コ ー ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン シス テム から の電 気の 受入

高 効 率 コ ー ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム か ら の 熱 の 受 入

６．特定温室効果ガス排出量算定報告書への記入方法３ 

１-２．低炭素熱の選択の仕組み⑨ 

●特定温室効果ガス排出量算定報告書 その６シートへの入力  

⑥ 手動入力 計算シートで算出された削減量を、該当箇所に入力してください。  

⑥ 
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１．概要 

１-３．高効率コジェネ受入評価の仕組み① 

第１計画期間 第２計画期間 

コジェネの
設置事業所 

高効率コジェネ利用に
よる省エネ・省CO2評
価 

●高効率コジェネの要件（都規
定）に適合すれば、算定年度排
出量から 「削減量」を減ずる。 

●算定年度排出量から 
「削減量」を減ずる措置は
おこなわない。 

コジェネ電気・熱の外
部供給分のマイナスカ
ウント 

●全てのコジェネに対し、外部
供給分のCO2排出量をマイナス
カウント 

第１計画期間と同じ 

コジェネ電
気又は熱の
受入事業所 

高効率コジェネから受
け入れている電気・熱
の低CO2性能を評価 

― 
●「高効率コジェネ受入評
価の仕組み」の導入 

●高効率コジェネ利用による省エネ・省CO2評価：第２計画期間における新たな
CO2排出係数により、高効率コジェネの省エネ・省CO2効果が評価される。 

 そのため、第１計画期間で実施していた算定年度排出量から「削減量」を 
減ずる措置はおこなわない。 

●第２計画期間では、高効率コジェネの利用促進のため、 他の事業所の高効率コ
ジェネから受け入れる電気・熱の排出係数の低さを、一定の範囲で受入事業所
の排出量算定に反映させることができる、高効率コジェネ受入評価の仕組みを
新たに導入。 
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２．イメージ            （高効率コジェネの熱を受け入れている例） 

３．手順 

Step① 
「高効率コジェネ受入 
 評価の仕組み」の 

要件確認 

Step② 
ガイドラインに従い※ 

「削減量」を算定 
 ※削減量等算定シートを用いて 
  削減量を算定 

Step③ 
算定年度排出量＝ 
「燃料等のCO2」－「削減量※」 
※特定温室効果ガス排出量算定報告書に削減量を入力 

高効率コジェネ電気又は熱の受入事業所Ｂ  高効率コジェネ設置事業所A  

生成電気 

熱受入れ 

系統電力 

都市ガス 高効率 
コジェネ 投入燃料 

高効率コジェネからの受入電気・熱の
低CO2性能を「削減量」として算定 

全事業所が共通して使用す
る「第２計画期間の排出係
数（標準値）」にて算定 
（燃料等のCO2 ） 

※１ 高効率コジェネとは、 
   「発電効率×2.17＋排熱利用率＞87％」 

※１ 

１-３．高効率コジェネ受入評価の仕組み② 

高効率コジェネ 
設置事業所A  

高効率コジェネ電気又は熱受入事業所B  
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４．「高効率コジェネ受入評価の仕組み」に必要な供給事業者の要件 

「高効率コジェネ受入評価の仕組み」の要件 
電気 ①高効率なコジェネ※１であること。 

②当該コジェネの電気の排出係数が、第２計画期間の電気の排出係数 
 （0.489t-CO2/千kWh）未満であること。 
③自営線で指定地球温暖化対策事業所に電力供給していること。 
④全供給電力量の1/2以上が自社コジェネによるものであること。 
⑤高炭素電力でないこと。 

熱 ①高効率なコジェネ※１であること。 
②当該コジェネの熱の排出係数が、第２計画期間の熱の排出係数 
 （0.060t-CO2/GJ）未満であること。 
③全供給熱量の1/2以上が自社コジェネによるもの※２であること。 
④熱供給が本来業務である場合は、熱のエネルギー効率が「地域冷暖房区域の指定

取消しの基準」以上であること。 

１-３．高効率コジェネ受入評価の仕組み③ 

※１ 高効率コジェネとは、「発電効率×2.17＋排熱利用率＞87％」 
※２ コジェネ熱をそのまま供給する場合に限る（冷水等に変換等して供給する場合を除く。） 

●高効率コジェネの電気又は熱の供給事業者が、次の要件を全て満たした場合に限
り、受入側は「高効率コジェネ受入評価の仕組み」にて削減量を算定できる。   

 ※「低炭素電力等の選択の仕組み」の要件に該当する供給事業者として都が公表する供給事業者である場合は「高効率コ  

   ジェネ受入評価の仕組み」では算定できない。（併用不可） 

Step① 
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５．「削減量」及び「算定年度排出量」の算定（イメージ） 

期間 第１計画期間 第２計画期間 
年度 2013 2014 2015 2016 2017～2019 

高効率   
コジェネ  
設置事業所A※１ 

電気又は熱の供給 

 
 

高効率コジェネ
電気又は熱の受
入事業所B 

 
 
 

●事業所における削減義務達成を計画しやすくするため、排出係数が確定してい
る2年度前の当該コジェネの状況により削減量を算定 

●「算定年度排出量」＝「燃料等のCO2排出量」※２－「削減量」  

2013年度 
当該コジェネ 
の排出係数等 

2015年度 
受入電力量 
又は熱量 

（高効率コジェネ） 

↓↓↓↓↓↓↓↓ 
以降、 

毎年度同様 

※２ 全事業所が共通して使用する「第２計画期間の排出係数（標準値）」にて算定した値 

１-３．高効率コジェネ受入評価の仕組み④ 

検証 ◎「高効率コジェネ要件確認書」等 
  提出（計画書に添付） 
  ■都が要件適合を確認 

◎確認書の
写しを提供 

※１ 高効率コジェネ設置事業所Aが、指定地球温暖化対策事業所の場合 

計画書 
提出 

検証 

Step① 

Step②、③ 

算定 
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凡例：◎高効率コジェネ設置事業所 



６．削減量の算定 

「高効率コジェネ
認定確認」の写し
に記載の排出係数 

１-３．高効率コジェネ受入評価の仕組み⑤ 

●２年度前の高効率コジェネの排出係数と、算定年度の受入熱量により削減量等を算定 

削減量※ ＝ 
算定年度 

受入電力量 
又は熱量 

第２計画期間排出係数 
 電気0.489 t-CO2/千kWh 

  又は熱0.060 t-CO2/GJ 
× － 

2 

× 
0.5 

受
入(

購
入)

量
に
対
す
る 

削
減
量
の
割
合
（
％
） 0                        

←より低炭素   

低い排出係数ほど、メリット（受入(購入)量
に対する削減量の割合）が大きくなる。 

第２計画期間の排出係数 
（電気0.489 t-CO2/千kWh又は熱0.060 t-CO2/GJ） 

まで、削減量が生ずる 

＜イメージ＞ 

第２計画期間排出係数 

 電気0.489 t-CO2/千kWh 

  又は熱0.060 t-CO2/GJ 

第２計画期間排出係数 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

※ 受入事業所の基準年度よりあとに供給者がコジェネを新たに設置し供給した場合は、削減量＝受入量×（第２計画期間の
電気又は熱の排出係数―電気又は熱の供給者の排出係数）にて算定できる。 

（ただし、区分Ⅰ-2の事業所が、熱の受入で削減量を算定する場合には、基準排出量の2％分を削減量から減ずる。） 

Step② 

25 



① 手動入力 供給事業者から受領されました確認書に記載されている排出係数を入力してください。 
② 手動入力 供給事業者から通知された対象となるコジェネの設置年度を入力してください。 
③ 手動入力 事業所の基準年度を入力してください。過去実績の場合は、ア及びイに入力してください。 
   排出標準原単位の場合、ウに特定地球温暖化対策事業所に指定された前年度の年を入力してください。 
④ 手動入力 受け入れた電力量又は熱量を入力してください。 可能な限り小数点以下の値も入力してください。 
⑤ 自動表示 適用される算定式を確認してください（CGSの設置年度と事業所の基準年度によりいずれかの式が選択されます）。 
⑥ 手動入力 高効率コジェネからの電力又は熱の受入れに伴う削減量を算定報告書のその６シートに入力してください。 

高効率コージェネレーションからの電気又は熱の受入れ算定シート ver2016.4.15

電力 (t-CO2/千kWh)

熱 (t-CO2/GJ)

高効率コージェネ供給事業者のコージェネ設置年 2012 年度
事業所の基準年度 過去実績 年から 年まで

原単位 2011 年度（特定地球温暖化対策事業所指定年度の前年度）

電力量 千ｋWh
熱量 GJ

算定式
適用

電力 1000.000 ×　（ 0.489 － 0.390 ）2×0.5÷ 0.489

熱 3000.000 ×　（ 0.060 － 0.054 ）2×0.5÷ 0.060

電力 1000.000 ×　（ 0.489 － 0.390 ）

熱 3000.000 ×　（ 0.060 － 0.054 ）

高効率CGS削減量・熱(t-CO2)

2015年度排出量用

高効率コージェネ供給事業者

高効率コージェネからの電力・熱の受入れ
1000
3000

1

2

2

0.390
0.054

18

排出係数

高効率CGS削減量・電気(t-CO2) 99

７．特定温室効果ガス排出量算定報告書への記入方法１ 

１-３．高効率コジェネ受入評価の仕組み⑥ 

① 

② 
③ 

ア イ 
ウ 

④ 

⑤ 

●削減量等算定シート※（高効率コジェネ受入）の入力  
⇒削減量等算定シートで削減量を算定し、特定温室効果ガス排出量算定報告書へ入力してください。 
※環境局HPよりダウンロードしてください。 

⑥ 
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７．特定温室効果ガス排出量算定報告書への記入方法２ 

１-３．高効率コジェネ受入評価の仕組み⑦ 

特定温室効果ガス排出量算定報告書その6シート 
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99

18

GJ 0

kL

※環境価値換算量（電気等環境価値保有量）として評価される場合は、記入しないこと。

熱 GJ

電　気 千kWh

小 原 単 位 建 物 相 当 量

低 炭 素 電 力 の 受 入

低 炭 素 熱 の 受 入

高 炭 素 電 力 の 受 入

高 効 率 コ ー ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン シス テム から の電 気の 受入

高 効 率 コ ー ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム か ら の 熱 の 受 入

自ら再生可能エネルギーから
生 成 し た 熱 又 は 電 気 の 量

（参考）

原 油 換 算

合 計

７．特定温室効果ガス排出量算定報告書への記入方法３ 

１-３．高効率コジェネ受入評価の仕組み⑧ 

⑦ 手動入力 計算シートで算出された削減量を、該当箇所に入力してください。  

●特定温室効果ガス排出量算定報告書 その６シートへの入力  

⑦ 
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●低炭素電力の選択の仕組み、低炭素熱の選択の仕組み及び高効率コジェネ受入 
 評価の仕組みを活用するためには、供給事業者での手続が必要 
 
 
 
 
 
 
 
 
●各提出書類、提出方法等の詳細は、次の東京都環境局ホームページに掲載 
  
 低炭素電力、低炭素熱 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/documents/low-carbon_supply/index.html 

   高効率コジェネ
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/documents/countermeasure_plan_2016.html 

1.供給事業者の手続 

１-４.低炭素電力・熱の選択の仕組み 
     高効率コジェネ受入評価の仕組み 

提出書類 提出時期 

低炭素電力 
・エントリーシート兼 同意書 
・エネルギー状況報告書添付様式 

毎年７月末まで 

低炭素熱 
・エントリーシート兼 同意書 
・地域エネルギー供給実績報告書 

毎年６月末まで 

高効率コジェネ ・高効率コジェネ要件確認書 毎年11月末まで 
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２．電気事業法第27条に関連する 
        削減義務率の緩和措置 

30 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続きまして、電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置について説明します。私は、総量削減義務制度相談窓口の浅岡です。よろしくお願いします。
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１．削減義務率の緩和措置の概要 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

●第２計画期間においては、以下の要件を満たす事業所は、都の確認を受けるこ
とにより、削減義務率が緩和される。 
（１）削減義務率が17％もしくは15％であること 
（２）緩和対象となる需要設備(詳細は後述)が主たる設備として存在すること 
（３）需要設備からの排出量が事業所全体の1/2以上であること 

●確認を受けるには、「電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置に
係る確認書（以下、「確認書」）」に根拠資料等を添えて、地球温暖化対策
計画書と同時に提出する（提出がない場合は緩和措置は適用されない）。 

 確認書提出の前年度が緩和措置の対象となる。 

●確認書は、緩和を希望する年度ごとに提出する。 
 （ 2年度目以降は、変化のない根拠資料は省略可能） 

★詳細は、「電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置に関するガイドライン」参照。 

●電気事業法第２７条の使用制限の緩和措置要件を満たす需要設備に係る排出
量が事業所全体の1/2以上である事業所は、「より大幅な削減を定着・展開
する第2計画期間」に限り、削減義務率の緩和措置を行うもの 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
削減義務率の緩和措置について、概要を説明します。●～電気事業法第27条では、非常時の電気の使用制限が定められていますが、例えば病院等のような制限の困難な施設には、緩和措置が設けられています。総量削減義務制度においても、電事法27条の緩和措置の対象となるような事業所について、削減義務率を緩和する仕組みです。●具体的には、以下の３つの要件を満たし、都の確認を受けることで、削減義務率が緩和されます。　（１）削減義務率が17％もしくは15％であること　（２）緩和対象となる需要設備（詳細は後述します）が主たる設備として存在すること　（３）需要設備からの排出量が事業所全体の1/2以上であること●緩和措置の確認を受けるには、 「確認書」 （正式名称は「電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置に係る確認書」）の提出が必要です。緩和を希望する場合は、確認書と根拠資料等を、地球温暖化対策計画書と同時に提出してください。緩和措置は任意ですので、要件を満たしていても提出がない場合は適用されませんのでご承知ください。なお、緩和の対象年度は、確認書提出の前年度となります。●確認書は、緩和を希望する年度ごとに提出します。★詳細は、「電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置に関するガイドライン」をご参照ください。.
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●都制度で削減義務率の緩和措置の対象となる需要設備 
  ・電気事業法第27条の使用制限の緩和措置※として削減率0％又は5％の要件を満たす需

要設備（一部を除く。） 

 ※使用最大電力の制限に係る経済産業大臣が指定する地域、期間等（平成23年経済産業省告示第  
126号）に基づく使用制限の緩和措置 

 

●都制度で削減義務率の緩和措置の対象とならない需要設備 

 ・電気事業法第27条の使用制限の緩和措置として削減率10％の要件を満たす需要設備 
 ・電気事業法第27条の使用制限の緩和措置として削減率５％の要件を満たす需要設備の

うちの一部の都施設、緩和対象時間帯が限定される需要設備及び発電のためのエネルギー
供給等が制限緩和理由である需要設備 

 
★2011年の国への電気事業法第27条使用制限緩和の申請の有無にかかわらず、第２計画

期間の状況で、都制度の削減義務率の緩和対象となるかを確認 
 （検証不要） 

２．電気事業法第27条の使用制限緩和対象と都制度での緩和対象 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
電事法第27条での使用制限の緩和と、都制度での緩和措置について説明します。●都制度で、削減義務率の緩和措置の対象となる需要設備は、電事法第27条の使用制限の緩和措置において、削減率0％又は5％の要件を満たす需要設備が対象となります。●一方、都制度で削減義務率の緩和措置の対象とならない需要設備は、電事法第27条での緩和措置で、削減率が10％の設備です。また、そのほかにも、電事法第27条の削減率５％の需要設備のうちの一部の都施設、緩和対象時間帯が限定される需要設備及び発電のためのエネルギー供給等が制限緩和理由である需要設備も、都の緩和の対象外です。なお、2011年の東日本大震災の際に、電事法27条の緩和申請したかどうかにはかかわらず、本緩和措置の対象となるかどうかは第２計画期間の状況で判断いたします。震災当時の緩和申請については、参考情報とさせていただきます。



33 

電気事業法第27条の使用制限の緩和対象事業所 都制度 

削減義務率から
減ずる程度 告示番号 項目 削減率 

第１号ア 
医療施設、医薬品製造販売業（製造業）、 
医薬品卸売販売業、医療機器製造販売業
（製造業）、社会福祉施設等 

削減率0％ 

４％ 第１号イ 
病院と医学、歯学等の学部や研究所等が
主要な施設として一体として立地するも
の 

第２号ア 

情報処理システムに係る需要設備、 

クリーンルーム又は電解施設を有する需
要設備（いずれも変動率10％未満）  

削減率0％ 

３．都制度で削減義務率の緩和の対象となる需要設備（４％緩和） 

♦緩和措置適用（減ずる程度4％の場合）による削減義務率 
 区分Ⅰ－１：17％ － 4％ ＝ 13％   区分Ⅰ－２、区分Ⅱ：15％ － 4％ ＝ 11％ 

変動率については後述 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
３　都制度で削減義務率の緩和の対象となる需要設備　です。どういった設備が緩和措置の対象となる需要設備であるか、具体的に説明します。ここでは、まず、緩和の程度が4％となる需要設備を説明します。スライドの表の1段目をご覧ください。医療施設、医薬品製造販売業（製造業）、医薬品卸売販売業、医療機器製造販売業（製造業）、社会福祉施設等表の2段目は、病院と医学、歯学等の学部や研究所等が主要な施設として一体として立地するものこれは、医科大学等を指します。これらの需要施設は、4％の緩和の対象となります。また、表の3段目は、後程説明しますが、変動率が10％未満の、情報処理システム、クリーンルーム又は電解施設を有する需要施設も4％の緩和の対象です。変動率については後程説明します。これらの需要施設を含む事業所に、緩和措置が適用されますと、本来の削減義務率が17％の事業所は13％に、削減義務率15％では11％となります。
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電気事業法第27条の使用制限の緩和対象事業所 都制度 

削減義務率から
減ずる程度 告示番号 項目 削減率 

第２号ア 

情報処理システムに係る需要設備、 

クリーンルーム又は電解施設を有する需
要設備（いずれも変動率 10 ％以上 15 ％未満） 

削減率5％ 

２％ 

第１号エ 水道、下水道、揚水機場（都施設を除く。）  

削減率５％ 

第１号キ 産業廃棄物処理施設 

第２号エ 
一定の冷蔵室を有する食料・飲料卸売業、
定温倉庫、貯蔵槽倉庫、冷蔵倉庫 

第２号オ 中央・地方卸売市場（都施設を除く。） 

第２号カ 航空保安施設 

第２号キ 空港ターミナルビル 

第２号ク 港湾運送等に係る需要設備 

３．都制度で削減義務率の緩和の対象となる需要設備（2％緩和） 

♦緩和措置適用（減ずる程度2％の場合）による削減義務率 
 区分Ⅰ－１：17％ － 2％ ＝ 15％   区分Ⅰ－２、区分Ⅱ：15％ － 2％ ＝ 13％ 

変動率については後述 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、緩和の程度が2％の需要設備を説明します。スライドの表をご覧ください。まず、変動率 10 ％以上 15 ％未満の、情報処理システム、クリーンルーム又は電解施設を有する需要施設。変動率についてはこの後で説明します。都施設でない、水道、下水道、揚水機場。産業廃棄物処理施設一定の冷蔵室を有する食料・飲料卸売業、定温倉庫、貯蔵槽倉庫、冷蔵倉庫都施設でない、中央・地方卸売市場航空保安施設、空港ターミナルビル、港湾運送等に係る需要設備これらの需要施設を含む事業所に、緩和措置が適用された場合、削減義務率17％の事業所は15％に、15％では13％となります。
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４．情報処理システムに係る需要設備、クリーンルーム又は電解施設を 
  有する需要設備に関する変動率について 

●情報処理システムに係る需要設備やクリーンルーム又は電解施設を有する需要 
 設備の電力使用量の変動率については、告示第126号第５条に準じ、次の式を 
 用いて算定する。 
●変動率は受電単位（電気事業者との契約単位）で算定する。 
 ただし、一つの需要設備の電力の供給を複数の電気事業者と契約（部分供給契約等）している場合は、
それらを合計した電力量によって判断する。 

※変動率の算定に当たっては、電気事業者による使用電力量の実績データを用いる必要がある。 

 申請の際には、算定年度の７月１日より前に電気需給契約を締結している電気事業者へ使用電力量の 

 実績データの提供を依頼し、電気事業者により作成された使用電力量の実績データ（変動率の根拠 

 データ）を添付する。変動率は提供されたデータシート上に表示されている。 

    ◆電気事業者へデータの提供を依頼する際の文案 
  http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/cap_and_trade/documents/electricity_27.html 

 

変動率※  ＝ 報告前年の７月１日から同年９月22日までの84日間における日間変動率の平均値 
     
日間変動率＝（１時間の使用電力の最大値－１時間の使用電力の最小値） 
                              ／１時間の使用電力の最大値 
 ただし、データ欠損日、日間変動率が最大及び最小であるそれぞれ３日分の値については含めずに変動率を算定する。 
  また、当該平均値に小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
変動率について説明します。情報処理システム、クリーンルーム又は電解施設を有する需要設備については、変動率という値を算定することが必要です。スライド中央の青い囲みをご覧ください。囲みの1行目をご覧ください。変動率とは、報告前年の７月１日から同年９月22日までの84日間　この期間の、電力の日間変動率の平均値を言います。その下、囲みの2行目をご覧ください。日間変動率は、一日の使用電力のうち、 １時間の最大値と最小値の差を、最大値で割ったものとなります。なお、変動率の算出時には、 データの欠損した日と、日間変動率の最大及び最小の３日分を除きます。それから。変動率の算定に当たっては、電気事業者による電力の実績データが必要です。報告前年の７月１日より前に、電気事業者に、次のスライドで説明する様式で、変動率の根拠データを依頼してください。なお、依頼用の文案は都のＨＰにございます。



４．情報処理システムに係る需要設備、クリーンルーム又は電解施設を 
  有する需要設備に関する変動率について（変動率の根拠データ） 

※あらかじめ電気事業者に依頼して作成する 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

②変動率 
③ピーク調整契約の 

場合の変動率 

①電力使用量 
最大値・最小値 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらが、変動率の根拠データのサンプルとなります。この表は、電気事業者に依頼し、作成して頂くものです。情報処理システムに係る需要設備、クリーンルーム又は電解施設等で、緩和申請をしていただく場合、この表で変動率を算定します。また、添付資料として提出が必要です。こちらの表ですが、左側は縦軸が日にち、横軸が時間の、1時間ごとの電気使用量となっています。中央右側は、オレンジが最大値、緑が最小値、日間変動率です。この表の下に、変動率が算出されています。この値が10％未満なら緩和は4％、10～15％未満なら2％緩和、15％以上は対象外となります。一番右については、この後で説明する、ピークカット契約の場合の変動率です。
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４．情報処理システムに係る需要設備、クリーンルーム又は電解施設を 
  有する需要設備に関する変動率について（その他の計算方法） 

●下記に該当する場合には、変動率の算定方法を変更する。 

（１）蓄熱負荷設備を用いて昼間の使用電力の値を調整する電気事業者との契約に基づき、 

   夜間において蓄熱負荷設備を運転している場合 

蓄熱調整契約を締結している場合の日間変動率＝ 
（１時間の使用電力の最大値－（１時間の使用電力の最小値＋１時間当たりの平均蓄熱電力※）） 
                               ／１時間の使用電力の最大値 
※１時間当たりの平均蓄熱電力＝算定期間の蓄熱に係る使用電力量/（算定期間の日数×10時間） 
 蓄熱に係る使用電力量の根拠資料として、電気事業者の根拠資料（請求書等）を提出する。 

 

（２）一般電気事業者又は特定規模電気事業者との契約に基づき、昼間のエネルギー使用の尖 
  頭（ピーク）時における使用電力の値の調整を行っている場合 

  →当該調整を行っている時間帯の使用電力の値を、上記平均値の算定に含めないことが 
   できる。電気事業者による使用電力量の実績データ（変動率の根拠データ）に記載。 

 

（３）当該需要設備に係る計量器に表示される使用電力の値の最小単位の値に当該計量器に係 
  る乗数を乗じて得た値が、その契約電力の値に0.05を乗じて得た値に比べて大きい場合 

  （計量可能な最小単位が契約電力の5％よりも大きい場合） 

  →算定される需要変動の率から5％を引いて得たものを需要変動の率とする。 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、特別な場合における変動率の計算方法を3種類、説明いたします。（１）は、蓄熱調整契約を締結している場合の計算です。この場合、日間変動率の計算を補正します。青い囲みをご覧ください。１時間の使用電力の最大値と最小値の差を求める際に、１時間当たりの平均蓄熱電力を上乗せします。１時間当たりの平均蓄熱電力は、算定期間の蓄熱使用電力量のトータルを、算定期間日数の１０倍で割った値です。こちらの場合、蓄熱に係る使用電力量の根拠として、請求書の写し等を提出していただく必要があります。（２）昼間のエネルギー資料の尖頭時における使用電力の値の調整、つまり、ピークカット契約の場合の計算方法です。この場合は、ピークカット時間の使用電力を除外して日間変動率を算定できます。具体的には、先の変動率シートの右側の変動率を採用してください。（３）当該需要設備に係る計量器に表示される使用電力の値の最小単位の値に当該計量器に係る乗数を乗じて得た値が、その契約電力の値に0.05を乗じて得た値に比べて大きい場合（つまり、契約値の5％より細かい値を計測できない場合 ）→この場合は、算定される需要変動の率から5％を引いた値が変動率となります。



手順① 対象事業所内において都制度の削減義務率の緩和対象となる需要設備の有無を確認 
手順② 需要設備の要件確認範囲として受電単位又は建物単位※１を選択し、需要設備が 
    その範囲における主たる設備※２に該当するか確認 
手順③ 当該範囲における排出量が「事業所全体の1/2以上」であるか確認 

受電単位の場合 建物単位の場合 ＜イメージ＞ 

５．「需要設備」及び「排出量1/2以上」の確認方法 

※１情報システムに係る需要設備等は選択不可 

※２電気事業法第27条における緩和措置適用の運用を踏まえて判断する。  
 

A棟 

B棟 C棟 

D棟 

受電A 

医療 
施設 

受電B 

③需要設備を含む範囲における排出量が事業所全体の1/2以上 

①緩和対象設備の有無 

②受電単位における主たる設備 

A棟 

B棟 C棟 医療 
施設 

D棟 

③建物における排出量が事業所全体の1/2以上 

①緩和対象設備の有無 

②建物における主たる設備 

「ガイドライン」表4に記載がある資料や需要設備の要件確認及び排出量1/2以上を確認するための資料を根拠として提出する 
必要がある。 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

38 

（排出量が算定できない場
合に限り、床面積も可） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
事業所が、緩和措置の要件を満たすかどうかの確認方法について説明します。確認は、次の3段階の手順で行います。手順①　事業所内に緩和措置の対象となる需要設備の有無を確認します。手順②　需要施設を含む要件確認範囲において、需要設備が主たる設備に該当するか確認します。要件確認範囲は、需要設備を含んでいる受電単位又は建物のいずれかの選択となります。手順③　需要設備の要件確認範囲の排出量が「事業所全体の1/2以上」であるかを確認します。スライド下のイメージをご覧ください。に、２つの方法での確認手順を示したものです。イメージは、ビルが４つ、受電点が２つある事業所です。需要施設はＤ棟にあります。左側は、受電単位での確認です。まず、手順１として、対象となる需要設備の有無を確認します。次に、手順２として確認する範囲として受電範囲を選択し、その中で需要設備が主たる設備であることを確認します。最後に手順3、事業所全体の排出量に対し、受電範囲が1/2以上であることを確認します。右は、建物単位での確認の手順の概要です。まず、手順１として対象となる需要設備の有無を確認します。次に手順２、建物を選択し、建物の中で、需要設備が主たる設備であることを確認します。最後に手順3事業所全体の排出量に対し、建物が1/2以上であることを確認します。
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●要件を満たす需要設備の範囲が１つで事業所
全体の排出量の1/2以上となる場合 

●要件を満たす需要設備の範囲を２つ以上
合計して事業所全体の排出量の1/2以上と
なる場合 

A棟 

B棟 

受電B 受電A 

C棟 

受電C 

需要 
設備
4％ 需要 

設備 ・右図において、受電Aの排出量が単独で事業所全体
の排出量の1/2以上であれば、受電Aの「減ずる程
度」を、事業所全体に適用 

①受電Aと受電Bの「減ずる程度」が同じであ
れば、受電A受電B共通の「減ずる程度」を 
事業所全体に適用 
 
②受電Aと受電B の「減ずる程度」が異なる場
合は、「減ずる程度２％」を、事業所全体に 
適用 

６．都制度の削減義務率から減ずる程度 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

A棟 

B棟 

受電B 受電A 

C棟 

受電C 

需要 
設備
4％ 

需要 
設備
4％ 

A棟 

B棟 

受電B 受電A 

C棟 

受電C 

需要 
設備
4％ 

需要 
設備
2％ 

4％緩和 

4％緩和 

2％緩和 

① 

② 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、実際に事業所全体の削減義務率から減ずる程度について説明します。まず、上の青い囲み、要件を満たす需要設備の範囲が１つで事業所全体の排出量の1/2以上となる場合です。この場合、他の需要設備の有無にかかわらず、排出量1/2以上の需要設備の率が事業所全体に適用されます。右図ですと、受電Aの排出量が単独で事業所全体の排出量の1/2以上であるなら、受電Aの「減ずる程度4％」が適用され、事業所全体の削減義務率は4％減となります。次に、下側の囲みです。要件を満たす需要設備の確認範囲が一つでは排出量1/2以上とはならず、２つ以上を合計して排出量1/2以上となる場合です。①のように、複数の需要設備の「減ずる程度」が同じであれば、共通の「減ずる程度」を事業所全体に適用します。つまり①の図では、事業所全体の削減義務率は4％の減となります。一方、②のように、複数の需要設備の「減ずる程度」が異なる場合は、事業所全体の削減義務率は2％の減となります。



７．確認書の様式 

（1面） （2面） 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

指 定 番 号

kWh ㎡

  受電単位 kWh  建物単位※４ ㎡

％ ％

※３：需要設備の要件確認に使用した根拠資料を添付してください。

※４：情報通信システムに係る需要設備、クリーンルーム又は電解施設を有する需要設備の場合は選択不可です。

割 合 割 合

電力量又は
面積の説明

変動率※２

（ ％ ）

電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置に係る確認書

事業所の 名称

１　都制度の削減義務率緩和措置の対象となる需要設備※１

※１：ガイドライン表４に記載されている各需要設備を確認する書類を提出してください。

※２：情報通信システムに係る需要設備、クリーンルーム又は電解施設を有する需要設備に該当する場合のみ入力してください。

　　　根拠書類として電気事業者から提出された「変動率の根拠データ」、蓄熱調整契約を締結している場合は「蓄熱調整契約を締結している場合

      における変動率算定シート」を提出してください。

２　需要設備の要件確認※３

年 間 受 電
電 力 量

建 物 の
延 べ 床 面 積

需 要 設 備 の
年 間 使 用
電 力 量

需 要 設 備 が
占め る 床 面積

需 要 設 備
削減義務率
から減ずる
程度（％）
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t-
CO2

㎡

　排出量
t-
CO2 　床面積

※６ ㎡

％ ％

％

以下に、該当する場合は、□をチェックしてください。

　　前回提出時から需要設備の状況に変化はない(二回目の申請以降にチェックしてください。)。

△別紙（

△別紙（

△別紙（

３　排出量の1/2以上の確認※５

※５：排出量の1/2以上を確認した根拠資料を添付してください。

※６：排出量の把握ができない場合に選択してください。

※７：複数の要件確認範囲がある場合、その排出量の内訳を記載してください。

４　事業所全体で適用される都制度の削減義務率から減ずる程度

削 減 義 務 率 か ら 減 ず る 程 度

事 業 所全 体 の
排 出 量

事 業 所 の
延 べ 床 面 積

割 合 割 合

排出量又は

面積の説明
※7

）のとおり

　　2011年度に電気事業法第27条に基づく制限緩和通知を受け、需要設備の状況に変化はない。

６　添付する書類

）のとおり

）のとおり

需要設備の要件
を 確 認 し た
範 囲 の 排 出 量

需要設備の要件
を 確 認 し た
範 囲 の 床 面 積

５　備考

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここまで、緩和措置の考え方について説明しました。ここからは、実際に緩和措置に関する、書類の記入方法を説明いたします。スライドをご覧ください。こちらが、緩和措置を希望する事業所にご提出いただく、確認書の様式です。正式な名称は、「電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置に係る確認書」です。書式としては2面あります。都の他の様式と同様、黄色い箇所が記入箇所です。ほかに、チェックボックス等があります。記入内容としては、左の第1面の「指定番号」、「事業所名称」、「1緩和措置の対象となる需要設備」、「2　需要設備の要件確認」、右側の2面にまいりまして、「3排出量1/2以上の確認」、「4事業所全体の削減義務率から減ずる程度」、そして「5備考」、「6添付資料」、となっています。次に、記入例により、記入方法を説明します。



指 定 番 号

kWh ㎡

  受電単位 kWh  建物単位※４ ㎡

％ ％

電力量又は
面積の説明

２　需要設備の要件確認※３

年 間 受 電
電 力 量 9,000,000

建 物 の
延 べ 床 面 積

需 要 設 備 の
年 間 使 用
電 力 量

6,000,000
需 要 設 備 が
占め る床 面積

需 要 設 備
削減義務率
から減ずる
程度（％）

変動率※ ２

（ ％ ）

電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置に係る確認書

0000 事業所の名称 株式会社東京都

１　都制度の削減義務率緩和措置の対象となる需要設備※１

情報処理システムに係る需要設備、クリーンルーム又は電解
施設を有する需要設備（変動率10%未満）

4 7

割 合 66 割 合

需要設備の要件の確認で「受電単位」を選択した。本事業所は単
独受電である。

　受電点の受電電力量　　　：　9000000kWh（監視点No1,2）
　需要設備の使用電力量　 ：　6000000kWh
　　　　　　　　　　　　　　（需要設備の電力計検針結果、単線結線図）

８．記入例 （１）情報処理システム等に係る需要設備 その１ 

受電A 

情報通信設備 

A棟 

【事業所の概要例】 
・一つの建物からなる事業所 
・１０フロア中、７フロアが情報通信用途 
・単独受電 

③緩和対象となる需要設備を選択 

②電気事業者から提出された「変動率根拠データ」
に記載されている「変動率」の値を入力。「変動率
根拠データ」等は根拠資料として提出 

⑦特定温室効果ガス排出量算定
報告書から確認できる場合は、
監視点番号を記入 

⑤需要設備を含む受電点におけ
る年間電力量を入力 

⑥需要設備の年間使用電力量を 
入力 

⑧確認できる根拠資料を記入し、根
拠資料を提出 

④情報通信に係る需要設備は、受電
単位のみ選択可能 

受電Aの年間電力量 
9000 
千kWh 

監視点No1、2 

情報通信設備におけ
る年間電力量 

6000 
千kWh 

需要設備の自主検
針結果（実測） 

事業所全体の排出量 5000ｔ 
特定温室効果ガス
排出量算定報告書 

受電Aの範囲におけ
る排出量 

5000ｔ 
特定温室効果ガス
排出量算定報告書 

変動率 7％ 変動率根拠データ 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 
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①計画書提出書と同じ
指定番号、事業所名称
を記載 

排出量 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
緩和措置の確認書の記入例を３つ、ご紹介いたします。まず1番目は、情報処理システムを想定した記入例です。想定事業所は、一つの建物からなる事業所で、１０フロア中、７フロアが情報通信用途、受電は単独受電です。スライド左下の表をご覧ください。受電点Ａの年間電力量は9百万ｋＷｈ、情報通信設備の年間電力量は6百万ｋＷｈ、事業所全体の排出量は5000ｔ、受電の範囲も同じく5000ｔ、変動率は7％という想定です。この内容で、右側の確認書を作成していきます。まず、指定番号と事業所名称ですが、計画書と同じものを記載します。その下、「１緩和措置の対象となる需要設備」については、吹き出し①のように、需要設備の種類をプルダウンメニューから選択します。情報処理システムなので、右側の変動率欄に変動率を記入します。次に、「２の需要設備の要件確認」では、情報通信システム等の場合、受電単位以外は選択できません。吹き出し③のように、受電単位を選択します。「年間受電電力量」は、吹き出し④のように受電点Ａの電力量9百万ｋＷｈ、その下「需要設備の電力量」は情報通信設備の6百万ｋＷｈを入力します。そして、下の「電力量又は面積の説明」の欄に、これらの数値について説明を記入してください。特ガス算定書から受電点の電力量等が読み取れる場合は、吹き出し ⑥のように監視点番号を記載してください。また、それ以外の根拠による場合は、 吹き出し⑦のように根拠資料を記入し、またその根拠資料の写しを提出してください。



t-
CO2

㎡

　排出量
t-
CO2 　床面積

※６ ㎡

％ ％

％

以下に、該当する場合は、□をチェックしてください。

　　前回提出時から需要設備の状況に変化はない(二期目の申請以降にチェックしてください。)。

△別紙（ 1

△別紙（ 2

△別紙（ 32011年度の電気事業法27条に基づく緩和申請及び通知の写し ）のとおり

　　2011年度に電気事業法第27条に基づく制限緩和通知を受け、需要設備の状況に変化はない。

６　添付する書類

変動率計算資料 ）のとおり

サーバ室設計図面、需要設備の電力計検針結果、単線結線図 ）のとおり

需要設備の要件
を 確 認 し た
範 囲 の 排 出 量

5,000
需要設備の要件
を 確 認 し た
範囲 の床 面積

５　備考

４　事業所全体で適用される都制度の削減義務率から減ずる程度

削 減 義 務 率 か ら 減 ず る 程 度 4

事 業 所 全 体 の
排 出 量 5,000

事 業 所 の
延 べ 床 面 積

割 合 100 割 合

需要設備の要件の確認で「受電単位」を選択した。本事業所は単
独受電である。

　事業所全体の排出量　　　　　　：　　5000ｔ
                                    （特定温室効果ガス排出量算定報告書）
　要件を確認した範囲の排出量　：　　5000ｔ（　〃　）

排出量又は

面積の説明
※7

３　排出量の1/2以上の確認※５
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８．記入例 （１）情報処理システム等に係る需要設備 その２ 

受電A 

情報通信設備 

A棟 

【事業所の概要例】 
・一つの建物からなる事業所 
・１０フロア中、７フロアが情報通信用途 
・単独受電 

⑩特定温室効果ガス排出量算定報告書に
おける事業所全体の排出量を入力 

⑪需要設備の要件を確認した範囲の排出
量を入力（電気以外の排出量を含む） 

⑬削減義務率から減ずる程度を記入 

⑮電気事業法第27条に基づく使用制限緩和通知を受けた
事業所は、通知書の写しを提出する。 

受電Aの年間電力量 
9000 
千kWh 

監視点No1、2 

情報通信設備におけ
る年間電力量 

6000 
千kWh 

需要設備の自主検針
結果（実測） 

事業所全体の排出量 5000ｔ 
特定温室効果ガス排
出量算定報告書 

受電Aの範囲におけ
る排出量 

5000ｔ 
特定温室効果ガス排
出量算定報告書 

変動率 7％ 変動率根拠データ 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

⑨排出量を
選択 

⑫排出量の計算、根拠を記載 

⑭該当するものがあればチェック 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
情報処理システム記入例の続き、確認書第2面です。「３の排出量の1/2以上の確認」です。ここでは、引き続き排出量を選択します。「事業所全体の排出量」は、吹き出し⑧のように特定温室効果ガス排出量算定書の排出量をそのまま転記します。その下の「需要設備の要件を確認した範囲の排出量」は、この事例では事業所全体と一致するので、同じく5000ｔとなっています。そしてその下の欄「排出量又は面積の説明」に、これらの説明を記載してください。「事業所全体で適用される削減率を減ずる程度」は、吹き出し⑩ のように、1面の１で出ている、減ずる程度の％を転記します。「5　備考」には、あてはまるものがあればチェックしてください。2011年の東日本大震災の当時に、制限緩和を受けた場合は、上のチェックをつけてください。また、提出2年目以降で変更がない場合は下のチェックをつけます。「6　添付資料」です。まず、情報システム等の場合は変動率の計算資料が必要です。需要設備が存在することの根拠として、ここではサーバ室設計図面、単線結線図を提出しています。また、情報システムの電力量の根拠として検針結果を提出しています。2011年の東日本大震災の当時に、使用制限緩和措置を受けた場合は、 吹き出し⑪ のように、通知書の写し等を提出してください。



指 定 番 号

kWh ㎡

  受電単位 kWh  建物単位※４ ㎡

％ ％85

２　需要設備の要件確認※３

年 間 受 電
電 力 量

建 物 の
延 べ 床 面 積

需 要 設 備 の
年 間 使 用
電 力 量

需 要 設 備 が
占め る床 面積

需 要 設 備
削減義務率
から減ずる
程度（％）

変動率※ ２

（ ％ ）

電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置に係る確認書

0000 事業所の名称 株式会社東京都

１　都制度の削減義務率緩和措置の対象となる需要設備※１

医療施設 4

割 合 割 合

需要設備の要件の確認で「建物単位」を選択した。
病院棟と事務棟があり、需要設備は病院棟にある。
　病院棟の延べ床面積　　：　20000㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建築基準法による確認申請）
　需要設備が占める面積　：　17000㎡（CADによる面積読み取り）

電力量又は
面積の説明

20000

17000
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８．記入例 （２）医療施設等 その１ 

【事業所の概要】 
・事務棟と病院棟から構成 
・病院棟８Fのうち１Fから２Fは事務所、 
 ３Fから８Fは病院 
・建物単位で申請 

病院棟の床面積 20000㎡ 
建築基準法による
確認申請 

病院の占める床面積 
17000㎡ 
（85％） 

CAD読み取り 

事業所全体の排出量 
（事務棟+病院棟） 

5000ｔ 
特定温室効果ガス
排出量算定報告書 

病院棟の排出量 3000ｔ 実測 

②緩和対象となる需要
設備を選択 

⑤需要設備を含む建物
の延べ床面積を入力 

⑥需要設備の占め
る床面積を入力 

⑦確認できる根拠資料を記入。
根拠資料は提出。 

事務棟 

病院 

病院棟 

事務所 
④建物単位で申請す
る場合はチェック 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

①計画書提出書と同じ指定 
番号、事業所名称を記載 

③記入
不要 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2番目の記入例です。病院を想定しています。想定事業所は、二つの建物からなる事業所で、病院棟の８フロア中、５フロアが需要設備の病院です。スライド左下の表をご覧ください。病院棟の床面積は20000平米、病院は17000平米、事業所全体の排出量は5000ｔ、病院棟の排出量は3000ｔ、という想定です。以上の内容で、右側の確認書を作成していきます。「１緩和措置の対象となる需要設備」には、需要設備をプルダウンメニューから選択します。情報処理システムではないので、変動率は記入不要です。「２需要設備の要件確認」では、この例では、吹き出し②のように、建物単位を選択しています。「建物の延べ面積」に、吹き出し③のように、需要設備のある病院棟の延べ床面積20000平米を記入します。その下の「需要設備の占める面積」は、吹き出し④のように、需要設備となる病院の床面積17000平米を記入します。そして、下の「電力量又は面積の説明」の欄に、これらの数値について説明を記入してください。床面積の根拠として、ここでは建築基準法の確認申請、それからＣＡＤの読み取りを挙げています。確認書には、これらの根拠資料の写しを添付してください。



t-
CO2

㎡

排出量
t-
CO2 　床面積

※６ ㎡

％ ％

％

以下に、該当する場合は、□をチェックしてください。

　　前回提出時から需要設備の状況に変化はない(二期目の申請以降にチェックしてください。)。

△別紙（ 1

△別紙（ 2

△別紙（ 3

３　排出量の1/2以上の確認※５

※５：排出量の1/2以上を確認した根拠資料を添付してください。

※６：排出量の把握ができない場合に選択してください。

※７：複数の要件確認範囲がある場合、その排出量の内訳を記載してください。

４　事業所全体で適用される都制度の削減義務率から減ずる程度

削 減 義 務 率 か ら 減 ず る 程 度 4

事 業 所全 体の
排 出 量 5,000

事 業 所 の
延 べ 床 面 積

割 合 60 割 合

需要設備の要件の確認で「建物単位」を選択した。
病院棟の自主検針結果により、排出量で1/2以上を確認する。
　事業所の排出量　：　5000ｔ
　　　　　　　　　　　　　　　（特定温室効果ガス排出量算定報告書）
　病院棟の排出量　：　3000ｔ
　　　　　　　　＝0.489ｔ/千kWh×6000千ｋWh（自主検針結果）
　　　　　　　　　　　+都市ガス排出量66ｔ（監視点No10)

排出量又は

面積の説明
※7

2011年度の電気事業法27条に基づく緩和申請及び通知の写し ）のとおり

　　2011年度に電気事業法第27条に基づく制限緩和通知を受け、需要設備の状況に変化はない。

６　添付する書類

医療法に基づく許可証の写し ）のとおり

建築基準法の確認申請の写し、建物の平面図（CAD出力）、事業所内の建物の
配置図、病院棟自主検針結果

）のとおり

需要設備の要件
を 確 認 し た
範 囲 の排 出量

3,000
需要設備の要件
を 確 認 し た
範囲 の床 面積

５　備考
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８．記入例 （２）医療施設等 その２ 

⑬削減義務率から減ずる程度を記入 

⑭需要設備の根拠資料についてはガイドライン表4を参照 

⑧原則、排出量1/2以上の確認は
排出量を選択。要件確認で建物単
位を選択した場合も同様 

⑫監視点から確認できない
場合は、算定方法、根拠資
料を記入し根拠資料を提出 

事務棟 

病院 

病院棟 

事務所 

病院棟の床面積 20000㎡ 
建築基準法による
確認申請 

病院の占める床面積 
17000㎡ 
（85％） 

CAD読み取り 

事業所全体の排出量 
（事務棟+病院棟） 

5000ｔ 
特定温室効果ガス
排出量算定報告書 

病院棟の排出量 3000ｔ 実測 

【事業所の概要】 
・事務棟と病院棟から構成 
・病院棟８Fのうち１Fから２Fは事務所、 
 ３Fから８Fは病院 
・建物単位で申請 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

⑪排出量を監視点から確認できる場
合は、監視点番号を記入 

⑨特定温室効果ガス排出量算定報告書
における事業所全体の排出量を入力 

⑩需要設備の要件を確認した範囲の排
出量を入力（電気以外の排出量含む） 

⑮電気事業法第27
条に基づく使用制限
緩和通知を受けた事
業所は、通知書の写
しを提出 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
病院の記入例の続き、確認書第2面です。「３の排出量の1/2以上の確認」を記入します。確認方法は、要件確認範囲として建物単位を選択した場合でも、原則として吹き出し ⑥のように「排出量」を選択します。「事業所全体の排出量」は、特定温室効果ガス排出量算定書の排出量をそのまま転記します。その下の「需要設備の要件を確認した範囲の排出量」は、建物単位ですので、病院棟の排出量を記入します。そして「排出量又は面積の説明」欄にこれらの説明を記載してください。排出量について対応する監視点がない場合は、吹き出し⑦のように、根拠資料や算定方法を記入し、根拠資料を添付してください。排出量を特定温室効果ガス排出量算定報告書から読み取れる場合は、吹き出し⑧のように、その監視点番号を記載してください。「4事業所全体で適用される削減率を減ずる程度」は、1面の１で出ている、減ずる程度の％を転記します。「6添付資料」ですが、需要設備が存在することの根拠として、ここでは医療法に基づく許可書の写しを提出しています。また、面積の根拠として、建築確認申請、平面図のＣＡＤ出力、建物配置図、排出量の根拠として検針結果を提出しています。



指 定 番 号

kWh ㎡

  受電単位 kWh  建物単位※４ ㎡

％ ％割 合 100 割 合

需要設備の要件の確認で「受電単位」を選択した。本事業所は複数受電であ
る。需要設備は２つあり、受電点A、受電点Bはそれぞれ需要設備のみに電
力を供給している。
　受電Aの受電電力量　　　：　3000000kWh（監視点No1）
　受電Bの受電電力量　　　：　3000000kWh（監視点No2）
　合計　　　　　　　　　　　　　　：　6000000kWh

一定の冷蔵室を有する食料・飲料卸売業、定温倉庫、貯蔵槽
倉庫、冷蔵倉庫

2

変動率※ ２

（ ％ ）

電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置に係る確認書

0000 事業所の名称 株式会社東京都

１　都制度の削減義務率緩和措置の対象となる需要設備※１

２　需要設備の要件確認※３

年 間 受 電
電 力 量 6,000,000

建 物 の
延 べ 床 面 積

需 要 設 備 の
年 間 使 用
電 力 量

6,000,000
需 要 設 備 が
占め る床 面積

需 要 設 備
削減義務率
から減ずる
程度（％）
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受電Aの受電電力量 
3000 
千kWh 

監視点1 

受電Bの受電電力量 
3000 
千kWh 

監視点2 

事業所全体の排出量 
（Ａ棟+Ｂ棟+Ｃ棟+Ｄ棟） 

5000ｔ 
特定温室効果ガス
排出量算定報告書 

受電Aの範囲における 
排出量 

1500ｔ 監視点1,3 

受電Bの範囲における 
排出量 

1500ｔ 監視点2,4 

②緩和対象となる需要設備を選択 

⑤需要設備を含む受電点におけ
る年間電力量を入力 

⑥需要設備の年間使用電力量を 
入力 

⑦特定温室効果ガス算定報告書
から確認できる場合は、監視点
番号を記入 

【事業所の概要】 
・４棟から構成される事業所 
・冷蔵倉庫A、B棟、事務所C、D棟、全て単一用途 
・受電点は3点、需要設備（冷蔵倉庫）に電力を供給 
 しているものは2点 

A棟 
B棟 

受電B 受電A 

C棟 

受電C 

D棟 

冷蔵倉庫 
（単一用途） 

冷蔵倉庫 
（単一用途） 事務所 

事務所 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

③記入
不要 

①計画書提出書と同じ指定番
号、事業所名称を記載 

④受電単位を選択 

８．記入例 （３）冷蔵倉庫等 その１ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
3番目の記入例です。冷蔵倉庫を想定しています。想定事業所は、四つの建物からなっており、需要設備は２つ、受電点は３つあります。受電Ａは全て需要設備である冷蔵倉庫に、同じく受電Ｂも全て冷蔵倉庫に使用される想定です。スライド左下の表をご覧ください。受電電力量は各3百万kWh、事業所全体の排出量は5000ｔ、受電範囲の排出量はＡＢそれぞれ1500ｔ、という想定です。以上の内容で、右側の確認書を作成します。「１の緩和措置の対象となる需要設備」については、、需要設備をプルダウンメニューから選択します。情報処理システムではないので、変動率は記入不要です。「２の需要設備の要件確認」では、ここでは、受電単位を選択しています。「年間受電電力量」ですが、ここでは対象となる受電範囲が二つあります。そのため合計で記入します。吹き出し②のように、受電範囲の電力量の合計を記入します。「需要設備の使用電力量」は同じく需要設備の合計となりますが、この例では受電量全量ですので、ここでは上と同じ結果となります。そして、下の「電力量又は面積の説明の欄」に、 これらの数値について説明を記入してください。特定温室効果ガス排出量算定報告書から電力量を読み取れるのであれば、吹き出し④のように対応する監視点番号を記載してください。



t-
CO2

㎡

t-
CO2 　床面積

※６ ㎡

％ ％

％

以下に、該当する場合は、□をチェックしてください。

　　前回提出時から需要設備の状況に変化はない(二期目の申請以降にチェックしてください。)。

△別紙（ 1

△別紙（ 2

△別紙（ 3

３　排出量の1/2以上の確認※５

４　事業所全体で適用される都制度の削減義務率から減ずる程度

削 減 義 務 率 か ら 減 ず る 程 度 2

事 業 所全 体の
排 出 量 5,000

事 業 所 の
延 べ 床 面 積

割 合 60 割 合

需要設備の要件の確認で「受電単位」を選択した。本事業所は複数受電であ
る。確認範囲は２つある。
　事業所全体の排出量　　　　　　：　　5000ｔ（特定温室効果ガス排出量算定
報告書）
　要件を確認した範囲Aの排出量　：　1500ｔ（　〃　監視点No1,3）
　要件を確認した範囲Bの排出量　：　1500ｔ（　〃　監視点No2,4）
　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　3000ｔ
　　（監視点No3,4は非常用発電機燃料タンク）

2011年度の電気事業法27条に基づく緩和申請及び通知の写し ）のとおり

　　2011年度に電気事業法第27条に基づく制限緩和通知を受け、需要設備の状況に変化はない。

６　添付する書類

一類倉庫であることを証する国土交通大臣からの登録通知書の写し ）のとおり

定温管理可能な設備を有していることについての電気主任技術者による証明書 ）のとおり

需要設備の要件
を 確 認 し た
範 囲 の排 出量

3,000
需要設備の要件
を 確 認 し た
範囲 の床 面積

５　備考

排出量

８．記入例 （３）冷蔵倉庫等 その２ 
⑨特定温室効果ガス排出量算定書に
おける事業所全体の排出量を入力 

⑩需要設備の要件を確認した範囲の 
排出量を入力（電気以外を含む） 

⑪排出量を監視点から確認できる場
合は、監視点番号を記入 

⑫削減義務率から減ずる程度を記入 

⑬電気事業法第27条に基づく使用制限緩和通
知を受けた事業所は、通知書の写しを提出 

【事業所の概要】 
・４棟から構成される事業所 
・冷蔵倉庫A、B棟、事務所C、D棟、全て単一用途 
・受電点は3点、需要設備（冷蔵倉庫）に電力を供給 
 しているものは2点 

A棟 
B棟 

受電B 受電A 

C棟 

受電C 

冷蔵倉庫 
（単一用途） 

冷蔵倉庫 
（単一用途） 事務所 

事務所 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 
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⑧排出量を
選択 

受電Aの受電電力量 
3000 
千kWh 

監視点1 

受電Bの受電電力量 
3000 
千kWh 

監視点2 

事業所全体の排出量 
（Ａ棟+Ｂ棟+Ｃ棟+Ｄ棟） 

5000ｔ 
特定温室効果ガス
排出量算定報告書 

受電Aの範囲における 
排出量 

1500ｔ 監視点1,3 

受電Bの範囲における 
排出量 

1500ｔ 監視点2,4 

D棟 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
冷蔵倉庫の記入例の続き、確認書第2面です。「３の排出量の1/2以上の確認」です。選択肢は、引き続き排出量を選択します。「事業所全体の排出量」は、吹き出し⑤のように、特定温室効果ガス排出量算定書の排出量をそのまま転記します。「需要設備の要件を確認した範囲の排出量」は、ここでは吹き出し⑥のように、二つの受電範囲の排出量の合計を記入します。その下、「排出量又は面積の説明」欄です。受電範囲の排出量について、特定温室効果ガス排出量算定報告書から読み取っていますので、吹き出し⑦のように監視点番号を記載します。「4事業所全体で適用される削減率を減ずる程度」は、1面の１で出ている、減ずる程度の％を転記します。「5　備考」には、あてはまるものがあればチェックしてください。「6添付資料」は、需要設備が存在することの根拠として、ここでは国土交通大臣の登録通知書の写し、また電気技術者による証明書の写しを提出しています。2011年の東日本大震災の当時に、制限緩和を受けた場合は、 吹き出し⑪ のように、通知書の写し等を提出してください。



2000 1500 650 7.507月31日 1700 1200 600 5.88 8月31日

7月30日 1900 1300 600 0.00 8月30日 1850 1200 650

650 2.637月29日 1800 1400 600 11.11 8月29日

0.00

7月27日 1950 1400 600 2.56

650 5.13

7月25日 1800 1400

1900 1300

14007月28日 1900 1450 600 7.89 8月28日 1950

2000 1500 650 7.50

7月26日 1850 1300 600 2.70 8月26日 1900 1450 650 10.53

8月27日

600 11.11 8月25日 1950 1400

650 13.89

650 5.13

7月24日 1950 1550 600 10.26 8月24日

1800 14007月23日 1950 1500 600 7.69 8月23日

5.26

0.00

7月22日 1900 1400 600 5.26 8月22日 1900 1450 650

650 5.13 9月21日 1950 1400 550

9月20日 1850 1300 550

10.53 9月22日 1900 1450 550

7月21日 2100 1500 600 0.00 8月21日 1950 1400

650 12.82 9月18日 1950 1550

550 8.33

7月20日 2000 1450 600 2.50 8月20日 1850 1300

1200 650 5.71 9月19日 1800 1400

0.00650 5.41

7月19日 1850 1200 600 2.70 8月19日 1750

1550

1500 550 5.13

7月18日 1900 1300 600 0.00 8月18日 1950

1950 1500 650 10.26 9月17日 19507月17日 1950 1400 600 2.56 8月17日

550 7.69

7.89 9月16日 1900 1400 550 2.63

2.38

7月16日 2000 1500 600 5.00 8月16日 1900 1400 650

650 2.38 9月15日 2100 1500 550

650 0.00 9月13日 1850 1200

550 2.50

7月15日 1850 1200 600 2.70 8月15日 2100 1500

1500 650 7.50 9月14日 2000 15007月14日 1800 1400 600 11.11 8月14日 2000

12007月13日 1950 1550 600 10.26 8月13日 1850

1900 1300 650 2.63 9月12日7月12日 1900 1400 600 5.26 8月12日

550 5.41

0.00

2.50

7月11日 1900 1100 600 10.53 8月11日 1950 1400 650

650 7.50 9月10日 2000 1500 5501500

650 0.00 9月9日 1850

0.00 8月7日

1200

550

5.13 9月11日 1950 1400 550

8.33

7月9日 2000 1350 600 2.50 8月9日 1850

1350 650 8.11 9月8日 1800 1400

550 5.41

7月10日 8月10日 2000

1200

1500 600 5.00 8月5日

1550 550 7.69

7月8日 1850 1200 600 2.70 8月8日 1850

1950 1500 650 10.26 9月7日 19507月7日 1900 1300 600

7.89 9月6日 1900 1400 550 2.63

2.38

7月6日 1950 1400 600 2.56 8月6日 1900 1400 650

650 7.14 9月5日 2100 1500 5507月5日 2000 2100 1600

1500

1200 550 5.41

7月4日 1850 1200 600 2.70 8月4日 2000

1850 1200 650 0.00 9月3日 18507月3日 1700 1350 600 14.71 8月3日

550 2.50

2.63 9月2日 1900 1300 550 2.63

650 7.50 9月4日 2000 1400

0.00

7月2日 1950 1550 600 10.26 8月2日 1900 1300 650

650 5.13 9月1日 1950 1400 550

最小値 蓄熱電力

7月1日 1900 1400 600 5.26 8月1日 1950 1400

日付
電力使用量（kWh)

蓄熱調整契約を締結している場合における変動率算定シート
注

日間
変動率
(%)最大値 最小値 蓄熱電力 最大値 最小値 蓄熱電力 最大値

変動率 5 ％

日付
電力使用量（kWh) 日間

変動率
(%)

日付
電力使用量（kWh) 日間

変動率
(%)
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※情報通信システムに係る需要設備で、蓄熱調整契約をしている場合、変動率算定シートを用いて変動率を算出する。 

算出された変動率を確認書の変動
率の欄に転記する。 

電気事業者から提出された「変動
率根拠データ」の電力使用量の最
大値、最小値を転記する。変動率
の根拠データは根拠資料として提
出する。 

１か月あたりの蓄熱電力量が記載
された電気料金等の内訳書を 
基に、１時間あたりの平均蓄熱電
力※を算出して入力する。電気料
金等の内訳書は根拠資料として提
出する。 
※１時間あたりの平均蓄熱電力＝
検針期間の蓄熱に係る使用電力量/
（検針期間の日数×10時間） 
 

「変動率根拠データ」の電力使用
量に欠損があった場合は、当該日
の電力使用量は空欄とする。 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 
９．蓄熱調整契約を締結している場合における変動率算定シート 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
記入例、もう一つございます。スライドの様式をご覧ください。こちらは、蓄熱調整契約を締結している場合における、変動率算定シートの記入例です。この様式は、7月1日から9月22日までの電力量の最大値と最小値、蓄熱電力を入力すると、蓄熱調整契約を締結している場合の変動率が算定されます。各日の使用電力量の最大値と最小値は、電気事業者から提供される、変動率の根拠データより転記してください。蓄熱電力は、算定期間の蓄熱電力量の合計を、期間の日数×10時間で割ったものです。原則として毎日同じ値となります。なお、根拠資料として、この蓄熱電力量を示す電気料金内訳書等を添付してください。変動率の根拠データに欠測がある場合は、その日は空欄とします。以上、全データを入力しましたら、最上段に変動率が算定されます。



48 

＜イメージ＞  
期間 第２計画期間 

年度 2015 2016 2017 

事項 

国への電気事業法第27条使用制限緩和の申請の有無にかかわらず次のとおり。  

●削減義務率の緩和対象であるかの確認は、第２計画期間の状況で判断 
（例）例えば、第２計画期間初年度の2015年度に、「電気事業法第27条に関連する 
   削減義務率の緩和措置の対象需要設備が排出量の1/2以上」に該当した場合は、 
   翌2016年度に、「電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置に係る確 
   認書」及びその根拠書類等を計画書に添付し提出 

●第２号のア（情報通信等に係る需要設備）での申請を予定する場合は変動率
の確認のため、算定年度（報告前年度）の７月１日より前に電気事業者へ使用
電力量の実績データの提供を依頼 

「電気事業法第27条
に関連する削減義務
率の緩和措置の対象
需要設備が排出量の
1/2以上」に該当 

◎計画書に 
添付し提出 

以降、毎年度
同様  

要件が確認されれば、2015年度
（要件を満たした年度）の削減義
務率が緩和される。 

１０．手続き 

２．電気事業法第27条に関連する緩和措置 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後になりましたが、削減義務率の緩和措置の手続きについて説明します。これまでにも説明しましたが、緩和措置を希望する場合は、毎年11月末に地球温暖化対策計画書と同時に、確認書と添付書類を提出して頂きます。要件を満たしていることが確認できましたら、前年度の削減義務率が緩和されます。今年提出する場合は2015年度の義務率が緩和対象となります。また、2年度目以降も緩和を希望する場合は、同様に計画書と同時に確認書及び添付資料をご提出ください。電事法27条に関連する緩和措置については以上です。御清聴ありがとうございました。



３．中小企業等が1/2以上所有する 
   指定相当地球温暖化対策事業所 
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●第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上とな
った事業所のうち、中小企業等が1/2以上所有する大規模事業所は指定相当地
球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となる。また、義務期間終了年度
の次の年度以降は、排出量の検証も不要となる。  

 
●中小企業等の割合が1/2以上である場合は、その事業所全体が削減義務の対象

外となる。逆に、中小企業等の割合が1/2未満である場合は、中小企業等の持
分も含めて事業所全体が削減義務の対象となる。 

 
●大規模CO2排出事業所の所有者として、指定地球温暖化対策事業所に準じた対

策を推進するものとし、第２計画期間は17％削減（又は15％削減）に向けて
計画的に取り組むとともに、組織体制の整備、地球温暖化対策計画書の提出・
公表等を行うものとする。 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
１．概要 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは最初に、指定相当地球温暖化事業所の概要をおおまかに説明いたします。一つ目第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上となった事業所のうち、中小企業等が1/2以上所有する大規模事業所は指定相当地球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となります。また、毎年行っていただいていた検証機関による排出量の検証ですが、義務期間終了年度以降は、この排出量の検証も不要となります。ただ、指定の取り消しを行う事で義務期間が終了するわけですが、この指定取消の時期について、3通りの選択ができます。これについては、後程説明いたします。二つ目中小企業等の割合が1/2以上である場合は、その事業所全体が削減義務の対象外となります。逆に、中小企業等の割合が1/2未満である場合は、中小企業等の持分も含めて事業所全体が削減義務の対象となります。三つ目指定相当地球温暖化対策事業所となっても、大規模CO2排出事業所の所有者として、指定地球温暖化対策事業所に準じた対策を推進するものとし、第２計画期間は17％削減（又は15％削減）に向けて計画的に取り組むとともに、組織体制の整備、地球温暖化対策計画書の提出・公表等を行うものとする。



３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
２．指定相当事業所の要件該当 （確認フロー） 

総量削減義務と排出量取引制度の 
対象外 

前年度の原油換算エネルギー使用量の算定 

使用量が1500kl以
上か？ 

No 
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事業所の所有者に中
小企業等が存在する

か？ 

中小企業等が1/2所
有しているか？ 

指定相当地球温暖化対策事業所 

指定地球温暖化対策事業所 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

※ 3箇年度連続で原油換算エネルギー量が1500kl以上となると、 
   特定地球温暖化対策事業所となる。 

※新規で指定相当地球温暖化対策事業所となる場合の例 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは最初に、指定相当地球温暖化事業所の概要をおおまかに説明いたします。一つ目第２計画期間は、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500 kL以上となった事業所のうち、中小企業等が1/2以上所有する大規模事業所は指定相当地球温暖化対策事業所として、削減義務対象外となります。また、毎年行っていただいていた検証機関による排出量の検証ですが、義務期間終了年度以降は、この排出量の検証も不要となります。ただ、指定の取り消しを行う事で義務期間が終了するわけですが、この指定取消の時期について、3通りの選択ができます。これについては、後程説明いたします。二つ目中小企業等の割合が1/2以上である場合は、その事業所全体が削減義務の対象外となります。逆に、中小企業等の割合が1/2未満である場合は、中小企業等の持分も含めて事業所全体が削減義務の対象となります。三つ目指定相当地球温暖化対策事業所となっても、大規模CO2排出事業所の所有者として、指定地球温暖化対策事業所に準じた対策を推進するものとし、第２計画期間は17％削減（又は15％削減）に向けて計画的に取り組むとともに、組織体制の整備、地球温暖化対策計画書の提出・公表等を行うものとする。
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●削減義務対象外となる中小企業等とは、次の①から⑥までのいずれかに該当する 
 事業者（毎年度末時点の状況で判断） 

①中小企業基本法に定める中小企業者 

  中小企業基本法に定める中小企業者は、業種分類※ごとに資本金・従業員数のいずれか 
   が下表の数値以下である者をいう。 

※ 日本標準産業分類第10回改訂版による。 

業種分類 資本金又は出資総額 常時使用従業員数 

製造業、建設業、運輸業、その他の業種   ３億円以下 300人以下 

卸売業   １億円以下 100人以下 

小売業 ５千万円以下   50人以下 

サービス業 ５千万円以下 100人以下 

ただし、大企業等が経営を実質的に支配する場合等を除く。 
 ア その子会社が大企業であるとき（特定中小企業） 
 イ 大企業若しくは特定中小企業又はその役員が当該中小企業の経営を実質的に支配している場合 
 ウ 中小企業者（ア及びイを除く。）、組合等及び個人以外のものが中小企業の経営を実質的に 
   支配している場合 

【注意】国や地方公共団体、医療法人、学校法人、 
    宗教法人、特定目的会社などは、 
    中小企業者には含まれない。     

中小企業等が二分の一以上所有する指定相当地球温暖化対策事業所に関するガイドラインP3 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
２．指定相当事業所の要件該当 （中小企業等の定義） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に中小企業等の定義について、ここからスライド2枚にわたってご説明いたします。削減義務対象外となる中小企業等とは、次の①と、次のページの②～⑥までのいずれかに該当する事業者という事で、毎年度末時点の状況で判断します。まず①文章読む
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② 中小企業団体の組織に関する法律に定める協業組合、商工組合又は商工組合連合会 

 

③ 中小企業等協同組合法に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、 
  協同組合連合会又は企業組合 

 

④ 商店街振興組合法に定める商店街振興組合又は商店街振興組合連合会 

 

⑤ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に定める生活衛生同業組合、 
  生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会 

 

⑥ 個人 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
２．指定相当事業所の要件該当 （中小企業等の定義） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
文章読む。まずはじめに、これら①～⑥の中小企業等の定義に該当する所有者であるかを確認します。
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＜イメージ＞（購買伝票等又は特定計量器による計測で把握されていない場合の例） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

建
物
所
有
割
合 

左例の場合、
当該年度の 
中小企業等の
建物所有割合
が1/2以上と
判断される。 

中小企業等が所有 
60％ 

100％ 

80％ 

40％ 

20％ 

0％ 

 注意 届出による義務者にかかわらず、所有者で判断 
 
●中小企業等が所有する部分の原油換算エネルギー使用量が、購買伝票等又は 
 特定計量器による計測で把握されている場合は、当該部分の当該年度の 
 原油換算エネルギー使用量で判断 
 
●購買伝票等又は特定計量器による計測で把握されていない場合は、当該年度の 
 中小企業等の建物等の所有割合で判断 

（80％×8／12ヶ月）+（20％×4／12ヶ月）＝当該年度で60％所有 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
２．指定相当事業所の要件該当 （「1/2以上所有」の判断） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
80％所有が8か月20％所有が4か月なので、該当年度の所有割合は60％となり、1/2以上の所有となります。
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計画書の提出・公表 
これまでと同様に、毎年度11月末までに、指定相当としての地球温暖
化対策計画書の提出、公表が必要（ただし、検証は不要） 

都による公表 都による公表も、これまで同様に原則、実施 

削減目標 
特定地球温暖化対策事業所に準じて削減目標率を設定し、削減に向け
て取り組むものとする。 

特定テナント等 
中小企業等が1/2以上所有する事業所に入居する特定テナント等は、
これまで同様に、特定テナント等地球温暖化対策計画書の提出が必要 

●指定相当地球温暖化対策事業所は、東京都地球温暖化対策指針に基づき、地球温 
 暖化対策に取り組むものとする。 
 
●取り組むべき主な内容を次の表に記載 

●推進体制について 
・指定地球温暖化対策事業所に準じて、統括管理者及び技術管理者を選任する。 
・新規で指定相当地球温暖化対策事業所となる事業所において、統括管理者及び技術管理者の経験がない 
 者が選任する場合は、講習会の受講が必要。 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
３．地球温暖化対策 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
指定相当地球温暖化対策事業所となった事業所は削減義務はなくなりますが、引き続きオン高対策に取り組むものとします。



提出書類 提出時期 
新規で指定相当地球温
暖化対策事業所になる
場合の対応 

①指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書 
②特定温室効果ガス排出量算定報告書（届出の日の属する年度の前年度分）
※1 
③中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書 
④別添1 所有等割合計算書（及び根拠資料） 
⑤別添2 義務対象外となる中小企業者について（及び根拠資料） 

初めて原油換算エネルギー量が
1500klを超えた年度の翌年度
の10月末日までに提出 
 
（例）2015年度の原油換算エ
ネルギー量が1500klを超えた 
→2016年10月末日までに提出 

指定地球温暖化対策事
業所が指定相当地球温
暖化対策事業所になる
場合の対応 

①指定地球温暖化対策事業所廃止等届出書 
②特定温室効果ガス排出量算定報告書（届出の日の属する年度の前年度分）
※1 
③中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書 
④別添1 所有等割合計算書（及び根拠資料） 
⑤別添2 義務対象外となる中小企業者について（及び根拠資料） 

中小企業等が1/2以上所有して
いた年度の翌年度の9月末日ま
でに提出 
 
（例）2015年度に中小企業等
が1/2以上所有 
→2016年9月末日までに提出 

特定地球温暖化対策事
業所が指定相当地球温
暖化対策事業所になる
場合の対応 

①指定地球温暖化対策事業所廃止等届出書 
②特定温室効果ガス排出量算定報告書（届出の日の属する年度の前年度分）
※2 
③中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書 
④別添1 所有等割合計算書（及び根拠資料） 
⑤別添2 義務対象外となる中小企業者について（及び根拠資料） 

新規→指定相当 

指定→指定相当 

特定→指定相当 

※1 検証は不要。 

※2 選択した削減義務期間により検証の必要・不要が変わる。「中小企業等が1/2以上所有に該当した年度の前年度まで」 
   を選択した場合は、検証は不要。削減義務期間を「中小企業等が1/2以上所有に該当した年度まで」又は「当該削減 
   計画期間の終了年度まで」を選択した場合は、検証が必要。 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
４．提出書類 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
表をみながら、既存⇒指定相当と新規→指定相当の書類提出フローを説明



第２計画期間 

2015年度 2016年度 

「中小企業等が1/2以上所
有」に該当 

「中小企業等が1/2以上所
有」に該当 

 
 
※1 
※2 

「中小企業等が1/2以上所
有」に該当 

   10月末まで  
  ◎指定相当該当届出書 
   中小企業等確認書 
◆ ◎特定温室効果ガス 
   排出量算定報告書 

■指定相当 
該当確認 

 11月末又は該当確認日
から90日以内 のい
ずれか遅い方まで 

  ◎指定相当計画書 

   9月末まで  
  ◎廃止等届出書 
   中小企業等確認書 
◆ ◎特定温室効果ガス 
   排出量算定報告書 

●「中小企業等が1/2以上所有」の確認は、毎年度行う（ただし、2年度目以降は変更等なければ根拠書類の提出不要） 

凡例：◎事業所、■都、★検証必要、 ◆検証不要 

■指定取消 
■指定相当 

該当確認 

 11月末又は該当確認日
から90日以内のい
ずれか遅い方まで 

  ◎指定相当計画書 

  ◎計画書 
★ ◎特定温室効果ガス 
   排出量算定報告書 

   9月末まで  
  ◎廃止等届出書 
   中小企業等確認書 
◆ ◎特定温室効果ガス 
   排出量算定報告書 

■指定取消 
■指定相当 

該当確認 

 11月末又は該当確認日
から90日以内のい
ずれか遅い方まで 

  ◎指定相当計画書 

※1 削減義務期間を、「中小企業等が1/2以上所有に該当した年度の前年度まで」を選択した場合の例 

※2 選択した削減義務期間により検証の必要・不要が変わる。「中小企業等が1/2以上所有に該当した年度の前年度まで」 
   を選択した場合は、検証は不要。削減義務期間を「中小企業等が1/2以上所有に該当した年度まで」又は「当該削減 
   計画期間の終了年度まで」を選択した場合は、検証が必要。 

新規→指定相当 

指定→指定相当 

特定→指定相当 
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３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
５．手続き等（提出の流れ） 

  ◎計画書 
★ ◎特定温室効果ガス 
   排出量算定報告書 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
表をみながら、既存⇒指定相当と新規→指定相当の書類提出フローを説明



要件 削減義務期間 

① 
事業活動の廃止又はその全部の
休止 

廃止又は休止があった年度の前年度まで 

② 
前年度の原油換算エネルギー使
用量が1,000 kL未満 

1000kl未満となった年度の前年度まで 

1000kl未満となった年度まで 

当該削減計画期間の終了年度まで 

③ 
原油換算エネルギー使用量が前
年度までの３か年度連続して
1,500 kL未満 

1500kl未満3箇年度の最後の年度の前年度まで 

1500kl未満3箇年度の最後の年度まで 

当該削減計画期間の終了年度まで 

④ 
前年度に中小企業等が1/2以上
所有 

中小企業等が1/2以上所有に該当した年度の前年度まで 

中小企業等が1/2以上所有に該当した年度まで 

当該削減計画期間の終了年度まで 

⑤ 事業所範囲の変更 変更を申請した年度の前年度まで 

削減義務期間の 
終了年度を選択可 

削減義務期間の 
終了年度を選択可 

削減義務期間の 
終了年度を選択可 

 
●特定地球温暖化対策事業所が、下表の指定取消しの要件に該当した場合、削減義務期間は下表に示す期間に短縮される。 
●下表の要件②、③、④に該当した場合は、削減義務期間の終了年度を選択可能 
 （短縮された期間に対応した義務履行が必要）。 
●ただし、一度選択した削減義務期間の終了年度を決定後に再変更することはできない。 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
参考 ： 指定取消しの要件 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
二行文章を読んで表で説明●これまで指定（特定）地球温暖化対策事業所であったが、中小企業等が1/2以上所有に該当すると、指定（特定）地球温暖化対策事業所として指定取消しとなった後に、指定相当地球温暖化対策事業所となる。●その取消ですが、中小企業等が1/2以上所有に該当し、廃止届の提出を行う際に、削減義務期間は下表に示すとおり終了年度を選択可能となります。（短縮された期間に対応した義務履行が必要）。ただし、一度選択した削減義務期間の終了年度を決定後に再変更することはできない。



●指定（特定）地球温暖化対策事業所が、中小企業等が1/2以上所有に該当すると、指定（特定）地球温暖化対策事業所 
 として指定取消しとなると同時に指定相当地球温暖化対策事業所となる。 
●特定地球温暖化対策事業所が中小企業等が1/2以上所有に該当した場合、下表に示すとおり削減義務期間の終了年度を 
 選択可能。 
●義務履行が確認でき次第、指定（特定）地球温暖化対策事業所の指定が取消しになる。 
●削減義務期間の終了年度が短縮される場合、義務履行期限は知事が認めた日（「削減義務期間及び削減義務量変更通知書」 
 を発行した日）の翌日から起算して180日を経過した日に変更される。 

状況 削減義務の終了年度 
第１計画期間 年度 第2計画期間 年度 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

当初 
当該削減計画期間の終了年
度まで 

特定 特定 特定 特定 特定 特定 特定 特定 特定 特定 

前年度に中
小企業等が
1/2 以 上 所
有 

選 
択 

中小企業等が1/2以上所
有に該当した年度の前年
度まで 

特定 特定 特定 特定 特定 
中小

1/2以
上所有 

届出 

中小企業等が1/2以上所
有に該当した年度まで 

特定 特定 特定 特定 特定 

中小
1/2以
上所有 
特定 

届出 

当該削減計画期間の終了
年度まで 

特定 特定 特定 特定 特定 

中小
1/2以
上所有 
特定 

届出 
特定 特定 特定 特定 

   着色部は削減義務期間を示す 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 

６．特定地球温暖化対策事業所が指定相当地球温暖化対策事業所に 
  なる場合の対応 特定→指定相当 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
二行文章を読んで表で説明●これまで指定（特定）地球温暖化対策事業所であったが、中小企業等が1/2以上所有に該当すると、指定（特定）地球温暖化対策事業所として指定取消しとなった後に、指定相当地球温暖化対策事業所となる。●その取消ですが、中小企業等が1/2以上所有に該当し、廃止届の提出を行う際に、削減義務期間は下表に示すとおり終了年度を選択可能となります。（短縮された期間に対応した義務履行が必要）。ただし、一度選択した削減義務期間の終了年度を決定後に再変更することはできない。



１．特定温室効果ガス排出量算定報告書（指定相当該当届出の日の属する年度の前年度分）の 
  検証について 
 ●選択した削減義務期間に応じて、検証の必要・不要が変わる 
  ・「中小企業等が1/2以上所有に該当した年度の前年度まで」を選択した場合は、検証は不要。 
  ・「中小企業等が1/2以上所有に該当した年度まで」を選択した場合は、検証が必要。 
  ・「当該削減計画期間の終了年度まで」を選択した場合は、検証が必要。 
 

２．「当該削減計画期間の終了年度まで」を選択した場合の注意事項 
 ●一度選択をした削減義務期間の終了年度は、原則変更することができない。 
  ただし、「当該削減計画期間の終了年度まで」を選択した事業所において、削減義務期間の終了前に 
  「事業活動の廃止又はその全部の休止」に該当した場合は、再度廃止届を提出し、削減計画期間は 
  再度提出した前年度までに短縮される。 
 
 ●当該削減計画期間中に「前年度の原油換算エネルギー使用量が1000ｋℓ未満」、「原油換算エネルギー 
  使用量が前年度までの３か年連続して1500ｋℓ未満」又は「前年度に中小企業等が1/2以上所有」に 
  複数回該当した場合には、２回目以降の廃止届の提出は必要としない。当該削減計画期間の終了後に 
  指定を取消す。 
 
 ●当該削減計画期間中に再び「原油換算エネルギー使用量が1500ｋℓを超えた場合」又は「前年度に中小 
  企業等が1/2以上所有に該当しなくなった場合」でも、当該削減計画期間の終了後に指定を取消す。 
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３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 

６．特定地球温暖化対策事業所が指定相当地球温暖化対策事業所に 
  なる場合の対応 特定→指定相当 



１．基準排出量及び削減目標 
 以下の要件に該当する場合は、特定地球温暖化対策事業所に準じて基準排出量に相当する量を自ら算定し、事業所の種類に応じた
削減目標率以上の削減目標を設定する。東京都への申請手続は不要。また、「特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」における
基準排出量変更の要件に該当した事業所は、基準排出量の変更量を自ら算定する。東京都への申請手続は不要。 
 

（１） 新規で指定相当地球温暖化対策事業所となった事業所のうち、「原油換算エネルギー使用量が三箇年度連続して 
    1,500ｋL以上」に該当した事業所。 
 
 
 
 
（２） 指定地球温暖化対策事業所から指定相当地球温暖化対策事業所となった事業所のうち、「原油換算エネルギー 
    使用量が三箇年度連続して1,500ｋL以上」に該当した事業所。 
     指定地球温暖化対策事業所から指定相当地球温暖化対策事業所に該当した事業所にあっては、指定地球温暖化 
     対策事業所であった期間を含めて判断する。 

 
 
 
 
 
（３） 特定地球温暖化対策事業所から指定相当地球温暖化対策事業所に該当した事業所 
      基準排出量に相当する量は、原則として特定地球温暖化対策事業所であったときの基準排出量を用いる。 

      また、削減目標率は指定取消しとならなかった場合の率とする。  

2014 2015 2016 ２０17 2018 2019 

1500未満 1500kl以上① 1500kl以上② 1500kl以上③ 

★削減目標設定 → → → → → → → ★事業所使用開始 

指定相当 

2014 2015 2016 ２０17 2018 2019 

1500kl以上① 1500kl以上② 

1500kl以上③ 

★中小1/2所有 ★削減目標設定 → → → → → → → → → → → → →  

指定 

指定相当 

★指定相当該当 

★指定相当該当 

2014 2015 2016 ２０17 2018 2019 

★中小1/2所有 

特定 

指定相当 

★指定相当該当・ 
  削減目標設定 → → → → → → → → → → → → → → → → → → →  
  

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
７．基準排出量及び削減目標 
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★中小1/2所有 

新規→指定相当 

指定→指定相当 

特定→指定相当 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
指定相当地球温暖化対策事業所には、特定温室効果ガス排出量の削減義務はありませんが、自ら削減目標を設定し計画的に地球温暖化対策を推進する必要があります。以下文章読む。実際の算定に当たっては、基準排出量決定申請書の記入要領も参考にしてください。　指定相当地球温暖化対策事業所には、基準排出量変更の手続きはありません
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●原則 ： 指定相当地球温暖化対策事業者＝所有者 

●変更がある場合 ： 変更都度の届出は不要。 
           毎年度提出する計画書で最新の情報を 

           記載する。                    

 年度途中で、下記の変更等※が生じても、別途変更届等の提出は不要。 
     ※事業所の名称変更、所有者自体の変更、 
        所有者の住所変更、所有者が法人の場合の代表者変更 等 
 

 法人の代表者等が変更になった場合の他、所有者が変更となった場合に
も、別途変更届等の提出は不要。 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
８．指定相当地球温暖化対策事業者等の変更 

新規→指定相当 

指定→指定相当 

特定→指定相当 
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指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書 （その1シート） 
年 月 日

東 京 都 知 事　殿

㊞

会社名

郵便番号

住所

所属名

担当者名

※受付欄

平成27年4月版

届出者

平成

連 絡 先

住　所

区

指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書

氏　名

法 人 に あ っ て は 名 称 、 代 表 者の 氏名
及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

指定相当地球温暖化対策事業所に該当すると判断したので、東京都地球温暖化対策指
針第１編第８　３（１）の規定により、次のとおり届け出ます。

事 業 所 の 名 称

事 業 所 の 所 在 地

電話番号

　別添のとおり

FAX番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

備考

事 業 所 の 概 要

印鑑については法務局に登録している代表者印を押印する。 

指定相当地球
温暖化対策事
業者（所有者）

代理人

1 届出者 ○ ‐ いない
2 届出者（他の届出者は別紙「届出者一覧」のとおり） ○ ‐ いる
3 届出者兼別紙「届出者一覧」記載の者の代理人 ○ ○ いる
4 別紙「届出者一覧」記載の者の代理人 ‐ ○

No プルダウンの選択内容

記入された方の立場
その他の指定相
当温暖化対策事

業者の状況

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
９．記入の際の注意点 

新規→指定相当 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここからは新規で指定相当地球温暖化対策事業所の要件に該当した事業所が提出する書類となります。
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指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書 （その1-2シート） 

年 月 日

住　所

氏　名

住　所

氏　名

指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書の届出者一覧

　指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書の届出対象となる事業所

名称　：

所在地：

（住所及び氏名の欄は、法人にあっては、法人名、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記入する。）

㊞

㊞

区都

都 区

平成

（その1シート）で記入した届出者以外の所有者 
の情報を記入する。 
なお、印鑑については法務局に登録している 
代表者印を押印。）。 
  
※ 届出者は、入力欄を飛ばさずに、必ず上 
  から順番に入力する。 
※ 届出者の入力が、用紙１枚に収まらない 
  場合は、EXCEL様式上の印刷範囲を拡大 
  する。 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
９．記入の際の注意点 

新規→指定相当 
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指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書 （その2シート） 
（指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書　別紙）

１　所有事業者等の概要

 (1)　所有事業者の氏名

 (2)　事業所の概要

平成27年4月版

敷 地 面 積 ㎡

工 場そ の他 上記 以外 前年度末 ㎡

分 類 番 号

物 流 前年度末

医 療

事 業 の 概 要

㎡

駐 車 場 前年度末 ㎡

事業所
の種類

主 た る 用 途

前年度末 ㎡

文 化 前年度末 ㎡

宿 泊 前年度末 ㎡

教 育 前年度末 ㎡

放 送 局 前年度末 ㎡

商 業 前年度末 ㎡

㎡

情 報 通 信 前年度末 ㎡

事 業 所 の 所 在 地

業
種
等

事業の
業　種 産 業 分 類 名

建 物 の 延 べ 面 積
（熱供給事業所にあっては熱供給先面積）

前年度末 ㎡

用
途
別
内
訳

事 務 所 前年度末

氏名（法人にあっては名称）

事 業 所 の 名 称

「所有事業者の氏名」 
区分所有者など所有者が複数存在する場合は、全員分の氏名 
を記入する。 
記入欄が不足する場合には、シート「その２－２」に記入 
する。 
法人の場合は法人名のみ記入し、個人の場合は個人名を記入 
する。 

「建物の延べ面積」 
建築確認申請等で記載されている、事業所の延べ床面積 
（建物が複数の場合にあっては合計値）をそのまま記入する。 
なお、熱供給事業所は熱供給先面積を「工場その他上記以外」 
に記入する。 
  
「用途別内訳」 
用途別の床面積を記入する。 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
９．記入の際の注意点 

新規→指定相当 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
共用部分の面積は、駐車場を除く共用部分以外の用途ごとの面積比率で案分して、それぞれの用途に割り振ってください。ただし、共用部分であっても特定の用途にのみに使用されることが明らかな場合は、案分せずに当該用途に従属するものとして取り扱います（例：複合用途ビルにおける、事務所用途のみが存在するフロアの廊下・トイレ等は、事務所用途に含みます）。
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指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書 （その3シート） 
 (3)　特定テナント等相当事業者の要件に該当するテナント等事業者

２　前年度の温室効果ガスの排出の状況

※検証結果の添付は不要

３　事業所の使用開始日

４　添付する書類

備考　△印の欄には、指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書に添付する各別紙に一連番号を付けた上、
      該当する別紙の番号を記入すること。

△別紙（ ）のとおり

△別紙（ ）のとおり

月 日

△別紙（ ）のとおり

△別紙（ ）のとおり

事　業　所　の
使用開始年月日

平成18年3月31日以前 平成18年4月1日以降 年

㎡ 千kWh

原油換算エネルギー使用量 kL

特定温室効果ガス年度排出量 ｔ(二酸化炭素換算)

㎡ 千kWh

㎡ 千kWh

㎡ 千kWh

㎡ 千kWh

㎡ 千kWh

㎡ 千kWh

㎡ 千kWh

㎡ 千kWh

㎡ 千kWh

㎡ 千kWh

㎡ 千kWh

㎡ 千kWh

テナント等事業者の氏名（法人にあっては名称） 使用床面積 電気使用量

㎡ 千kWh

㎡ 千kWh

特定テナント等相当事業者の要件に該当するテナント等事業
者が存在する場合に、氏名（法人にあっては名称）を記入す
る。なお、特定テナント等相当事業者に該当しない事業者は
記入しない。 
 
※ 以下のいずれかに該当⇒特定テナント等相当事業者 
１．前年度末時点で五千平方メートル以上の床面積を使用し
て事業活動を行っている。 
２．前年度 4月１日から3月末日までの１年間の電気使用量
が、六百万キロワット時以上の事業活動を行っている。 

前年度の「原油換算エネルギー使用量」及び「特定温室効果
ガス年度排出量」について、算定報告書の「その６シート」
で得られた計算結果を入力する。 

事業所の使用開始日（竣工日等）を記入する。 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
９．記入の際の注意点 

新規→指定相当 



1

2

3

4

1

2

3

指定地球温暖化対策事業所の前年度の原油換算エネルギー使用
量が1,000キロリットル未満となったため。
指定地球温暖化対策事業所の原油換算エネルギー使用量が前年
度まで3箇年度連続して1,500キロリットル未満となったため。

届 出 事 項の 詳細

指 定 番 号

指定地球温暖化対策事業所における事業活動を廃止し、又はそ
の全部を休止したため。

届 出 事 由

選択する削減義務
期 間 の 終了 年度
（条例第５条の10
第１項第２号又は
第３号に該当する
場 合 に 限る 。）

届出事由に該当した年度の前年度まで

届出事由に該当した年度まで

当該削減計画期間の終了年度まで

指定地球温暖化事業所のうち中小企業者等が所有する部分にお
ける前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が、当該事業所
全体における前年度の原油換算エネルギー使用量の二分の一以
上となったため。
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【届出事由】 
指定相当地球温暖化対策事業 
所の要件に該当する場合は、 
「４」を選択。 
その他の要件にも該当する 
場合は、窓口までご相談くだ 
さい。 

【届出事由の詳細】 
当該欄には「別添【中小企業 
等の所有が二分の一以上であ 
ることの確認書】のとおり」 
と記載する。 

●削減義務期間の終了年度を選択する。 
 ※当該書類にて選択をした削減義務期間は、途中で変更することができない。 
 ※指定地球温暖化対策事業所の場合、削減義務がないため、選択しない。 
 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
９．記入の際の注意点 

指定→指定相当 

特定→指定相当 

指定地球温暖化対策事業所廃止等届出書 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
文章読んだ後に廃止届の様式はHPにアップロードしていません。窓口担当から直接エクセルデータの様式を送付いたします。



事業所の名称 指 定 番 号

１　所有等割合

二分の一所有の
判 断 根 拠

計 算 年 度 年度

／

／

／

／

２　前年度提出の確認書からの変更内容（既に指定相当地球温暖化対策事業所に指定された事業所のみ）

３　添付する書類

△別紙（ ）のとおり

△別紙（ ）のとおり

△別紙（ ）のとおり

△別紙（ ）のとおり

△別紙（ ）のとおり

中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書

所有等割合
※１所有者である中小企業等の区分

中小企業者

中小企業等数

変更点

所有者である中小企業等の

変更
※１

有無

※１　別添１「所有等割合計算書」で算出した中小企業等のエネルギー使用量又は所有割合を中小企業等の

　　　区分ごとに記入すること。なお、既に指定相当地球温暖化対策事業所に指定された事業所のうち所有

　　　割合を二分の一所有の判断根拠とし、次の２の前年度提出の確認書からの変更内容がない場合は、

　　　前年度に提出した確認書で申告した所有等割合及びその計算年度をそのまま記入してよい。

具体的な内容

所有者である中小企業等の

所有割合の変更
※２

※　△印の欄には、添付する各別紙に一連番号を付けた上、該当する別紙の番号を記入すること。

※　本確認書を初めて提出する場合、及び２の前年度に提出した確認書からの変更内容が有る場合には必ず

　　別添１を１部と別添２を必要部数添付すること。

※　本確認書を２回目以降に提出する場合で、「エネルギー使用量の割合」を二分の一以上所有の判断根拠

　　とする場合は、２の前年度に提出した確認書からの変更内容の有無に関わらず２回目以降も別添１を

　　必ず添付すること。

※　本確認書を２回目以降に提出する場合で、「所有割合」を二分の一以上所有の判断根拠とし、かつ２の

　　前年度に提出した確認書からの変更が無い場合は、別添１と別添２の添付は不要とする。

※１　前年度提出時に所有が二分の一になるように申告した所有者である中小企業等の変更がある場合は「有」

　　　とし、別添１「所有等割合計算書」及びその添付資料を本確認書に添付すること。また所有者である

　　　中小企業等が追加される場合等には当該中小企業等についての別添２「義務対象外となる中小企業者に

　　　ついて」及びその添付資料も添付すること。

※２　前年度提出時に所有が二分の一になるように申告した所有者である中小企業等の所有割合に変更がある

　　　場合は「有」とし、別添１「所有等割合計算書」及びその添付資料を本確認書に添付する。

別添１「所有等割合計算書」

別添２「義務対象外となる中小企業者について」

組合等

個人

合計

C
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中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書 

「所有等割合」 
別添１「所有等割合計算書」で算出 
した中小企業等のエネルギー使用量 
又は所有割合を中小企業等の区分 
ごとに記入する。 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
９．記入の際の注意点 

新規→指定相当 

指定→指定相当 

特定→指定相当 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
スライドは「中小企業等の所有が1/2以上であることの確認書」の「所有等割合」の記入欄を表示しています。ここは、別添１「所有等割合計算書」に記載した内容に沿って記入するようにしてください。「二分の一所有の判断根拠」別添１「所有等割合計算書」に記載した、中小企業等が二分の一以上を所有する判断根拠をプルダウンで「１．エネルギー使用量の割合」又は「２．所有割合」から選択してください。「計算年度」別添１「所有等割合計算書」に記載した、所有等割合を計算する年度を記入してください。原則として提出年度の前年度になります。「中小企業等数」別添１「所有等割合計算書」に記載した、所有者である中小企業等の数を中小企業者・組合等・個人の区分ごとに記入してください。　「所有等割合」欄は、別添１「所有等割合計算書」で算出した中小企業等のエネルギー使用量又は所有割合を中小企業等の区分ごとに記入しますので、数値が整合するように気を付けて下さい。



【別添１】

年度

１　義務対象外となる中小企業等及びその割合

No

1 ／

2 ／

3 ／

4 ／

事 業 所 の 名 称

二分の一所有の
判 断 根 拠

所有者である中小企業等の名称 区分
年度途中の持分
変更（所有割合

の場合）

エネルギー使用量
又は所有割合

（年間）

指 定 番 号

計 算 年 度

所有等割合計算書

C
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別添1 所有等割合計算書 その1シート 

「所有者である
中小企業等の名
称」 

事業所の所有者である中小企業等の名称
を記入。 
個人所有者が複数いる場合は、「個人○
名」とまとめて記載することも可能。 

「区分」 所有者である中小企業等について、プル
ダウンで選択。 

「エネルギー使
用量又は所有割
合」 

「二分の一所有の判断根拠」で「１．エ
ネルギー使用量の割合」を選択した場合
はエネルギー使用量割合を、「２．所有
割合」を選択した場合は所有割合を分数
で記入。 

「年度途中の持
分変更」 

計算年度の途中で持分変更があった場合
にはプルダウンで「有」を選択する。 
なおエネルギー使用量の割合で判断する
場合は選択不要。 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
９．記入の際の注意点 

新規→指定相当 

指定→指定相当 

特定→指定相当 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「所有者である中小企業等の名称」「所有者である中小企業等の名称」事業所の所有者である中小企業等の名称を記入してください。本様式は中小企業等が二分の一以上を所有することを証すればよいため、必ずしも所有者である中小企業等を全員を記入する必要はありません。個人所有者が複数いる場合は、「個人○名」とまとめて記載することも可能です。 「区分」所有者である中小企業等について、プルダウンで「中小企業者」、「組合等」、「個人」から選択してください。 「エネルギー使用量又は所有割合（年間）」所有者である中小企業等について、「二分の一所有の判断根拠」で「１．エネルギー使用量の割合」を選択した場合はエネルギー使用量割合を、「２．所有割合」を選択した場合は所有割合を分数で記入してください。なお計算方法については次の「２　エネルギー使用量又は所有割合の計算方法」に記入していただきます。 「年度途中の持分変更（所有割合の場合）」所有者である中小企業等について、計算年度の途中で持分変更があった場合にはプルダウンで「有」を選択してください。持分変更があった場合には所有割合を所有期間で案分する必要があります。なおエネルギー使用量の割合で判断する場合は選択不要です。
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別添1 所有等割合計算書 その2シート 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
９．記入の際の注意点 

新規→指定相当 

指定→指定相当 

特定→指定相当 

【別添１】

２　エネルギー使用量又は所有割合の計算方法

３　添付する書類

建物の登記事項証明書（表題部と権利部（甲区）の証明のあるもの）
原本

△別紙（ ）のとおり

△別紙（ ）のとおり

△別紙（ ）のとおり

△別紙（ ）のとおり

※　義務対象外となる中小企業等が年度を通じて単独所有する場合は記載不要

※　共用部分のエネルギー使用量又は所有割合を案分した計算も記入すること。

※　所有割合で判断する場合で、計算年度途中の持分変更があった者については、所有割合を所有期間で案分した

　　計算も記入すること。

※　△印の欄には、添付する各別紙に一連番号を付けた上、該当する別紙の番号を記入すること。

※　建物の登記事項証明書は原則、中小企業等の所有が1/2以上であることを確認できる範囲で添付すること。

※　複数所有の場合は２の計算で用いた各中小企業等のエネルギー使用量や所有割合を証する書類を添付するこ

　　と。所有割合については登記事項証明書で証明できれば別途証する書類の添付は不要。

※　この様式で申告した中小企業等のうち、中小企業者については、それぞれ別添２「義務対象外となる中小企業

　　者について」を併せて作成し「中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書」に添付すること。

　　ただし所有者である中小企業者が複数いる場合は、別添２は所有等割合が合計で1/2以上となるように作成し、

　　それを超える中小企業者の分については添付を省略することができる。

△別紙（登記事項証明書）のとおり

「エネルギー使用量又は所有割合の計算方法」 
 
●原油換算エネルギー使用量で判断する場合と 
所有割合で判断する場合で、記入方法が異なる。 
 
※原油換算エネルギー使用量で判断する場合 
→スライド7１へ 
※所有割合で判断する場合→スライド7２へ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
所有等割合計算書のその2シートですが、ここはエネルギー使用量で判断する場合と所有割合で判断する場合で記入内容が代わります。まずは、エネルギー使用量で判断する場合の記入方法から説明いたします。
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別添1 所有等割合計算書 その2シート 
（原油換算エネルギー使用量で判断する場合） 

原油換算エネルギー使用量の割合の計算方法 
計算方法は次の点に留意して記入する。 
・ 計算に用いるエネルギー使用量は特定計量器で計測されている必要がある。 
・ 計算対象のエネルギー使用量を原油換算にする。 
・ 所有者である中小企業等ごとに、専有部を具体的に説明した上で、使用エネルギーの種別、 
  特定計量器の種別を記入する。また、それらを図示した図面名を明記する。 
・ 共用部のエネルギー使用量を別途把握して、専有部と同様に記入する。 
・ 共用部のエネルギー使用量は、所有者である中小企業等の専有部持分比率に応じて按分し、 
  各専有部のエネルギー使用量に加算する。 
  
添付する資料 
所有者を確認するため建物の登記事項証明書（表題部と権利部（甲区）の証明があるもの） 
原本は必ず添付。 
その他、エネルギー使用量の割合の計算方法の根拠資料を添付。 
・ 電力量計及び配電図（電力量計の位置及び供給先を示す図面） 
・ 流量計及び配管図（流量計の位置及び熱の供給先を示す図面） 
・ ガスメーター及び配管図（ガスメーターの位置及び供給先を示す図面） 
・ エネルギー換算シート（各エネルギー使用量を原油換算したもの） 
・ 特定計量器が有効期限内であることを示す資料 
・ 購買伝票（ある場合のみ。自社計測の場合はその記録資料等） 

 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
９．記入の際の注意点 

新規→指定相当 

指定→指定相当 

特定→指定相当 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
所有等割合計算書のその2シートですが、ここはエネルギー使用量で判断する場合と所有割合で判断する場合で記入内容が代わります。まずは、エネルギー使用量で判断する場合の記入方法から説明いたします。
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別添1 所有等割合計算書 その2シート 
   （所有割合で判断する場合） 

所有割合の計算方法 
所有者である中小企業等の所有割合の計算方法を記入。計算方法は次の点に留意して記入する。 
・ 計算年度途中で持分比率の変更がある場合は、所有期間で按分して割合を求める。 
・ 共用部の所有面積は、所有者である中小企業等の専有部持分比率に応じて按分し、各専有部面積 
  に加算。 
  ただし、管理規約で共用部の所有割合が定められている場合にはその比率を用いることも可能。 

添付する根拠書類 
所有者を確認するため建物の登記事項証明書（表題部と権利部（甲区）の証明があるもの）原本は必ず
添付。また記入した所有者である中小企業等が中小企業者である場合は、それぞれ別添２「義務対象外
となる中小企業者について」を「中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書」に添付する。 

（80％×8／12ヶ月）+（20％×4／12ヶ月）＝当該年度で60％所有 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
９．記入の際の注意点 

新規→指定相当 

指定→指定相当 

特定→指定相当 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続いて、所有割合で判断する場合の記入方法です。文章読む※イメージ図の説明80％所有が8か月20％所有が4か月なので、該当年度の所有割合は60％となり、1/2以上の所有となります。
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別添2 義務対象外となる中小企業者について 
【別添２】 No 1 ※１

１　義務対象外となる中小企業者に関する情報

企業名（商号）

会社設立の年月日 □□ 年 ○ 月 △ 日

発行済株式の総数

資本金の額（出資金）

人

人

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

代表者名

（ ）

従業員数

3

役員名

役員数

昭和

全体

うち大企業等の役員又は職員
※2

○○○○

日本標準産業分類による

業種
※3

小分類 不動産賃貸業

人（役員は除く）90

不動産業

専務取締役副社長　大江戸次郎

取締役　大江戸三郎

義務対象外となる中小企業者について

1.製造業、建設業、運輸業その他の業種
中小企業基本法による
中小企業者の業種分類

業種分類

株式会社□東京○○

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

　大江戸
お お え ど

太郎
た ろ う

大分類

中分類

K_不動産業_物品賃貸業

不動産賃貸業・管理業

株

千円

○○○○

代表取締役社長　大江戸太郎

C

所有等割合計算書に記入した所有者である中小企業
等のNo.を記入する。 
なお、本様式は中小企業者ごとに1部を提出する。 
個人やその他団体については不要。 

根拠資料としてご提出頂く、登記事項証明書（商業
登記謄本）（原則発行3ヶ月以内のもの）に記載さ
れている情報と整合させる。 

業種等の確認のため、必要に応じて、決算報告書の
提出又は提示を求める場合があります。 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
９．記入の際の注意点 

新規→指定相当 

指定→指定相当 

特定→指定相当 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
：No.（所有等割合計算書に記入した所有者である中小企業等のNo.）所有等割合計算書に記入した所有者である中小企業等のNo.を記入してください。各ページに表示されます。なお、本様式は中小企業者ごとに1部を提出してください。個人やその他団体については不要です。「役員数」「役員名」の箇所は、根拠資料としてご提出頂く、登記事項証明書に記載されている情報と整合させてください。一番下の四角囲いですが、こちらは業種分類について記入頂く箇所となります。ここでご記入頂いた情報については、業種等の確認のため、必要に応じて、決算報告書の提出又は提示を求める場合がありますので、その際はお手数ですが、ご対応いただきますようお願いいたします。



別添2 義務対象外となる中小企業者について（根拠書類） 

根拠書類 確認する事項 

登記事項証明書（商業登記謄本）（原則発行後
3ヶ月以内のもの） 

資本金・株主数・発行済株式総数・業種・役員
数等 

会社概要・パンフレット等（外部に公表・配布
等を行っているもの） 

業種・従業員数等 

別添2の根拠書類①（原則として添付するもの） 

別添2の根拠書類②（必要に応じて提出又は提示を求めるものの例） 

根拠書類 確認する事項 

株主名簿 株主名及び所有株式数 

決算報告書 業種等 

事業報告書 株主総数・大株主・従業員数・子会社の状況等 

株主総会の資料・議事録 代表者や役員の兼務状況等 

３．中小企業等が1/2以上所有する事業所 
９．記入の際の注意点 

新規→指定相当 

指定→指定相当 

特定→指定相当 

74 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
別添2の根拠書類についてご説明します。決算報告書と業務報告書については、提出を求める可能性が高い。



４．御質問等をお寄せいただく場合 
        の方法等 

75 



76 

 

●御質問等をお寄せいただく際には、「共通の書式（質問シート）」を御活用い
ただき、できる限り「メールで御提出」くださいますよう、よろしくお願いい
たします。（ＦＡＸで送信いただくことも可能です。） 

 
 
 

●皆様からいただいた御質問に対する回答は、対象事業所の全ての皆様と広く共
有させていただきたいと考えております。 

 

●このため、一般的な御質問等への回答内容は一定のとりまとめのうえ、東京都
環境局ホームページ等で、「主な質問への回答（ＦＡＱ）」として掲載させて
いただく場合があります。 

 

    御理解・御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

【送付先】東京都環境局 地球環境エネルギー部 総量削減課 相談窓口
       
Eメール : keikakusho@kankyo.metro.tokyo.jp（制度全般に関する御質問） 
      torihiki@kankyo.metro.tokyo.jp（排出量取引に関する御質問） 
FAX : 03（5388）1380 

 「共通の書式（質問シート）」のダウンロード 
  http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/cap_and_trade/question_download.html 

４．御質問等をお寄せいただく場合の方法等① 
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４．御質問等をお寄せいただく場合の方法等② 

1９．第２計画期間 
 (1)削減義務率 
 (2)新たに削減義務対象になる事業所の取扱い 
 (3)トップレベル事業所認定 
 (4) CO2排出係数の見直し 
 (5)低炭素電力・熱の選択の仕組み 
 (6)高効率コジェネの取扱い 
 (7)その他 
 

都へいただいた主な御質問等への回答は、次のURLにてFAQを掲載しており 
ます。 
   http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/answers.html 



Tokyo Climate Change Strategy 

首都東京の企業と行政、ＮＧＯ・都民が 
連携して取組む先駆的な温暖化対策 

東京都環境局HP http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/ 
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